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周防大島町告示第72号 

 平成27年第３回周防大島町議会定例会を次のとおり招集する 

    平成27年８月28日 

                              周防大島町長 椎木  巧 

１ 期 日  平成27年９月４日 

２ 場 所  大島庁舎議場 

────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

魚谷 洋一君          平川 敏郎君 

田中隆太郎君          広田 清晴君 

荒川 政義君          中本 博明君 

魚原 満晴君          今元 直寬君 

尾元  武君          平野 和生君 

吉田 芳春君          濱本 康裕君 

新山 玄雄君          小田 貞利君 

松井 岑雄君          久保 雅己君 

───────────────────────────── 

○９月11日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○９月15日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 

 

────────────────────────────── 
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─────────────────────────────────────────── 

平成27年 第３回（定例）周 防 大 島 町 議 会 会 議 録（第１日） 

                             平成27年９月４日（金曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                         平成27年９月４日 午前９時30分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 

 日程第４ 行政報告並びに議案説明 

 日程第５ 諮問第１号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第６ 諮問第２号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第７ 認定第１号 平成２６年度周防大島町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第８ 認定第２号 平成２６年度周防大島町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

 日程第９ 認定第３号 平成２６年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

 日程第10 認定第４号 平成２６年度周防大島町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 日程第11 認定第５号 平成２６年度周防大島町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 日程第12 認定第６号 平成２６年度周防大島町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 日程第13 認定第７号 平成２６年度周防大島町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

 日程第14 認定第８号 平成２６年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

 日程第15 認定第９号 平成２６年度周防大島町渡船事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 日程第16 認定第10号 平成２６年度周防大島町公営企業局企業会計事業決算の認定について 

 日程第17 議案第１号 平成２７年度周防大島町一般会計補正予算（第２号） 

 日程第18 議案第２号 平成２７年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 
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 日程第19 議案第３号 平成２７年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第20 議案第４号 平成２７年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第21 議案第５号 平成２７年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第22 議案第６号 平成２７年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第23 議案第７号 平成２７年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第24 議案第８号 平成２７年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第25 議案第９号 平成２７年度周防大島町公営企業局企業会計補正予算（第１号） 

 日程第26 議案第10号 周防大島高等学校通学支援費給付基金条例の制定について 

 日程第27 議案第11号 周防大島町手数料徴収条例の一部改正について 

 日程第28 議案第12号 周防大島町奨学資金貸付基金条例の一部改正について 

 日程第29 議案第13号 周防大島町個人情報保護条例の一部改正について 

 日程第30 議案第14号 周防大島町空き家等の適正管理に関する条例の一部改正について 

 日程第31 議案第15号 周防大島町過疎地域自立促進計画の変更について 

 日程第32 議案第16号 動産の買入れについて（平成２７年度前島し尿収集運搬車購入） 

 日程第33 議案第17号 動産の買入れについて（平成２７年度周防大島町立中学校情報通信機

器備品購入） 

 日程第34 議案第18号 動産の買入れについて（平成２７年度公営企業会計システム購入） 

 日程第35 議案第19号 平成２７年度志佐漁港海岸保全施設整備工事の請負契約の締結につい

て 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 

 日程第４ 行政報告並びに議案説明 

 日程第５ 諮問第１号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第６ 諮問第２号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第７ 認定第１号 平成２６年度周防大島町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第８ 認定第２号 平成２６年度周防大島町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

 日程第９ 認定第３号 平成２６年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 
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 日程第10 認定第４号 平成２６年度周防大島町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 日程第11 認定第５号 平成２６年度周防大島町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 日程第12 認定第６号 平成２６年度周防大島町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 日程第13 認定第７号 平成２６年度周防大島町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

 日程第14 認定第８号 平成２６年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

 日程第15 認定第９号 平成２６年度周防大島町渡船事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 日程第16 認定第10号 平成２６年度周防大島町公営企業局企業会計事業決算の認定について 

 日程第17 議案第１号 平成２７年度周防大島町一般会計補正予算（第２号） 

 日程第18 議案第２号 平成２７年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第19 議案第３号 平成２７年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第20 議案第４号 平成２７年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第21 議案第５号 平成２７年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第22 議案第６号 平成２７年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第23 議案第７号 平成２７年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第24 議案第８号 平成２７年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第25 議案第９号 平成２７年度周防大島町公営企業局企業会計補正予算（第１号） 

 日程第26 議案第10号 周防大島高等学校通学支援費給付基金条例の制定について 

 日程第27 議案第11号 周防大島町手数料徴収条例の一部改正について 

 日程第28 議案第12号 周防大島町奨学資金貸付基金条例の一部改正について 

 日程第29 議案第13号 周防大島町個人情報保護条例の一部改正について 

 日程第30 議案第14号 周防大島町空き家等の適正管理に関する条例の一部改正について 

 日程第31 議案第15号 周防大島町過疎地域自立促進計画の変更について 

 日程第32 議案第16号 動産の買入れについて（平成２７年度前島し尿収集運搬車購入） 

 日程第33 議案第17号 動産の買入れについて（平成２７年度周防大島町立中学校情報通信機

器備品購入） 

 日程第34 議案第18号 動産の買入れについて（平成２７年度公営企業会計システム購入） 
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 日程第35 議案第19号 平成２７年度志佐漁港海岸保全施設整備工事の請負契約の締結につい

て 

────────────────────────────── 

出席議員（16名） 

１番 魚谷 洋一君       ２番 平川 敏郎君 

３番 田中隆太郎君       ４番 広田 清晴君 

５番 荒川 政義君       ６番 中本 博明君 

７番 魚原 満晴君       ８番 今元 直寬君 

９番 尾元  武君       10番 平野 和生君 

11番 吉田 芳春君       12番 濱本 康裕君 

13番 新山 玄雄君       14番 小田 貞利君 

15番 松井 岑雄君       16番 久保 雅己君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

事務局長 福田 美則君     議事課長 中村 和江君 

書  記 岡本 義雄君                 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 椎木  巧君   副町長 ………………… 岡村 春雄君 

教育長 ………………… 西川 敏之君   公営企業管理者 ……… 石原 得博君 

総務部長 ……………… 奈良元正昭君   産業建設部長 ………… 池元 恭司君 

健康福祉部長 ………… 松本 康男君   環境生活部長 ………… 佐川 浩二君 

久賀総合支所長 ……… 松田  博君   大島総合支所長 ……… 佐本 洋二君 

東和総合支所長 ……… 迎 智可志君   橘総合支所長 ………… 青木 一郎君 

会計管理者兼会計課長 ……………………………………………………… 木村 秀俊君 

教育次長 ……………… 岡野 正徳君   公営企業局総務部長 … 藤田 隆宏君 

総務課長 ……………… 佐々木義光君   財政課長 ……………… 中村 満男君 

────────────────────────────── 
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午前９時30分開会 

○議長（久保 雅己君）  改めまして、おはようございます。本日は、御出席いただきまして、あ

りがとうございます。 

 ただいまから、平成２７年第３回周防大島町議会定例会を開会します。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配布してあるとおりです。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（久保 雅己君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。今期定例会の署名議員は、

会議規則第１２７条の規定により、７番、魚原満晴議員、８番、今元直寬議員を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（久保 雅己君）  日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。今期定例会の会期は、去る８月２８日に開催の議会運営委員会において、協議

の結果、お手元に配布してある会期日程のとおり、本日から９月１５日までの１２日間としたい

と思います。 

 御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  御異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、お手元に配布し

てある会期日程のとおり、本日から９月１５日までの１２日間とすることに決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸般の報告 

○議長（久保 雅己君）  日程第３、諸般の報告を行います。 

 本年６月以降本日までに、議会に提出しております文書について御報告いたします。 

 まず、地方自治法の規定に基づき、監査委員から例月現金出納検査６月・７月・８月実施分の

結果の報告がありましたので、お手元にその写しを配布しております。 

 次に、陳情・要望について３件受理いたしました。議会運営委員会でお諮りいただき、陳情・

要望第２５号、周防大島町議会の議会改革についての要望書と陳情・要望第２６号、周防大島町

議会議員定数を１０人（現行１６人）に削減する条例の改正についての要望書については、全員

協議会で協議頂くことにしております。また、陳情・要望第２７号、外国人の扶養控除制度の見

直しを求める意見書の採択を求める陳情については、議員配布として既にお手元にお届けしてお

ります。 
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 続いて、系統議長会関係について、山口県町議会議長会におきまして、７月２９日、３０日に

長崎県小値賀町と佐賀県白石町の行政視察に行ってまいりました。小値賀町では、議会改革の状

況について、地元議員さんとの意見交換を行ってまいりました。 

 ７月７日には、山口県町議会議長会の定例会が開催され、平成２６年度事業報告及び歳入歳出

決算等について協議され認定されたところです。 

 ７月２８日の柳井地区広域市町議会議員研修会では、「二元代表制における地方自治体のあり

方」、８月２７日の山口県町議会実務研修会では、「滅びゆく議会と生き残る議会」と題した研

修を受講し、研さんを重ねました。御出席いただいた議員各位に御礼申し上げます。 

 ９月２９日には、山口県自治研修会が山口市で開催されます。常任委員長以上の方に出席をお

願いしたいと考えております。 

 次に、町人会等への参加につきましては、７月５日に広島・周防大島町人会が開催され６名の

議員の出席をいただき、ふるさと大島の近況報告や情報交換をしてまいりました。関係議員の皆

様におかれましては、お疲れさまでした。 

 また、ことし１２月までに予定されている町人会等への参加につきましては、近畿東和会、東

京東和町人会、近畿大島会、東京大島郡人会への参加を計画しております。この件につきまして

は議員派遣として御議決をいただく予定であります。よろしくお願いいたします。 

 以上、諸般の報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．行政報告並びに議案説明 

○議長（久保 雅己君）  日程第４、行政報告並びに議案説明に入ります。 

 町長から行政報告並びに議案の説明を求めます。椎木町長。 

○町長（椎木  巧君）  おはようございます。本日は、平成２７年第３回周防大島町議会定例会

を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、大変御多忙の折にもかかわらず、御参

集を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

 議案の説明に先立ちまして、行政報告を７件ほど申し上げさせていただきます。 

 １件目は、平成２６年度決算に係る財政の健全化判断比率及び資金不足比率についてでありま

す。 

 平成２６年度決算につきましては、５月末日に出納を閉鎖し、その後、監査委員による決算審

査を経て、８月２１日に決算審査による意見書をいただいたところでありまして、地方公共団体

の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、平成２６年度の決

算に係る健全化判断比率及び資金不足比率の報告書をお手元に配布いたしております。なお、監

査委員の意見書につきましては、別途お配をいたしておるとおりであります。 
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 まず、決算の状況につきまして報告をいたします。一般会計の実質収支は６億１,３６９万

７,０００円の黒字となっており、公営企業特別会計を除く各特別会計におきましても、黒字も

しくは収支ゼロの決算となっております。財政分析指数におきましては、合併時から大幅な改善

が図られておりますが、今後の合併による特例措置の先行きや、平成２７年度国勢調査人口の減

少による交付税への影響を念頭に、さらなる行財政改革に取り組んでいかなければならないとい

うふうに今は考えておるところでございます。 

 次に、平成２６年度決算に係る財政の健全化判断比率及び資金不足比率についてであります。 

 実質赤字比率、連結実質赤字比率はともに赤字額がなく、実質公債費比率におきましては

０.７ポイント改善されまして１３.２％に、そして将来負担比率では６９.７％と対前年度比

１２.３ポイントの改善が図られているとともに、それぞれ早期健全化基準を下回っているとこ

ろであります。また、全ての企業会計において資金不足は生じていない状況であります。 

 よって、周防大島町の財政の健全化判断比率は年々改善が図られ、財政の健全性は維持されて

いると判断されているところであります。 

 ２件目は、臨時職員等の賃金改定についてであります。 

 去る８月５日、山口労働局長の諮問機関であります山口地方最低賃金審議会から、県内の最低

賃金を１時間当たり現行の７１５円から１６円引き上げて、７３１円とするよう答申がなされま

した。 

 今後、山口労働局は異議申出の手続等を経て、１０月に新たな最低賃金を決定することが見込

まれております。 

 仮に答申どおりに最低賃金が改定された場合、現在、本町の一般事務等の臨時職員の賃金は時

給７２０円でありまして、最低賃金を下回るということになります。 

 したがいまして、正式に最低賃金が決定されれば、その額に応じ、事務職員の賃金を改定する

と共に、保健師や保育士、その他の職種についてもこれに相応する改定を行ないまして、また賃

金を基準に積算をいたしております委託料等につきましても、これを改める必要が生じることと

なります。 

 しかしながら、正式な決定が１０月になることが見込まれることから、改定後の賃金等の支払

いにつきましては、現行予算の範囲内で対応することとし、その差額につきましては１２月補正

予算に計上をしたいと考えております。 

 ３件目は、広島広域都市圏協議会への加入について、御報告をいたします。 

 平成２７年７月２２日、広島県安芸太田町で開催されました広島広域都市圏協議会におきまし

て、近隣の和木町、田布施町、平生町、上関町、そして周防大島町の山口県東部の５町及び広島

県内の世羅町、大崎上島町が広島広域都市圏協議会に加入をいたしました。 



- 9 - 

 広島広域都市圏協議会は、東は三原市から西は柳井市までの１７市町が県域を越えて組織され

た圏域人口２３２万５,０００人余の協議会の組織でありまして、自治体間のさまざまな交流と

連携を推進し、構成する圏域全体の発展に寄与することを目的に平成５年１０月に設立されたも

のであります。 

 平成２４年２月には、圏域のさらなる発展のため行政区域を越えた連携のもと、地域資源を積

極的に活用し、まちの活性化と産業・経済の活力増進を図ることを目的に内部組織として「神

楽」と「食と酒」をテーマとする、まちおこし協議会をそれぞれ設置いたしております。 

 周防大島町には、平成２７年５月１４日付で松井一實広島市長から広島広域都市圏協議会への

参加要請が届きました。近隣市町の状況を確認しながら検討をいたしておりましたが、６月

２９日に開催されまた柳井広域事務連絡協議会に広島市役所職員が再度説明に来られ、既に加入

をいたしております１７市町とともに、国が進める新たな広域連携の仕組みである連携中枢都市

圏制度による、圏域の市町が互いに連携協力することによる具体的な施策を実施したいというこ

とでありました。 

 このことを受けまして、地方創生の取り組みの中、圏域人口２００万人の維持を目指す広域連

携として、山口県東部の未加入の５町と広島県の２町で同時に加入するという運びになったわけ

であります。 

 新たに始まる連携中枢都市圏制度におきましては、広島市が中枢都市圏宣言を行い、近隣市町

を強力にけん引する役割を担い、近隣市町は広島市との連携協定を締結した上で、連携すべき施

策を共同で実施していくということとなります。 

 国は、財政支援措置として、連携中枢都市の実施する連携事業に普通交付税措置を行い、近隣

の市町が行う連携関連事業に特別交付税措置を行うというものであります。 

 その要件として、広島市と連携市町がそれぞれ連携協約の締結について、地方自治法第

２５２条の２第３項の規定に基づき議会の議決を経る必要があります。 

 したがいまして、具体的な連携事業について今後の協議の中で詰めていきまして、中枢都市と

なる広島市が作成する連携中枢都市圏計画に基づいた連携について、平成２８年３月議会で連携

協定の締結についてお諮りをする予定であります。 

 ４件目は、旧三蒲小学校跡地利用について、御報告をいたします。 

 平成２１年蒲野中学校が廃校になりましたのでその旧蒲野中学校を改造し、三蒲小学校が旧蒲

野中学校のほうに移転をいたしました。そうした後で、旧の三蒲小学校の校舎等の跡地が空いた

わけでございまして、その利用につきまして、平成２２年度に学校跡地施設利用検討委員会が計

４回開催されております。そこでいろいろな検討がなされたわけであります。 

 この検討委員会報告書では、旧三蒲小学校の校舎を解体し、運動場とともに一体的に利用を目
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指すことが適当であろうとしているものの、具体的な利用計画が無く、今後、町長部局において

検討することが望ましいとする意見が付されております。 

 そうした中、本年６月に、広島市に本社を置くリジョー株式会社から同校の跡地利用について、

具体的な提案が示されたところであります。 

 提案の内容につきましては、運動場に農業用のビニールハウスを建て、パプリカの栽培試験、

または栽培技術研修施設とする。また、校舎の１階部分ですが、この１階部分を、その管理ス

ペースとして、または従業員の休憩室やパプリカの選果室等として利用するというものでありま

す。 

 その後、提案者と教育委員会総務課との間で協議を行い、ビニールハウスの建設に際しては、

運動場に記念植樹等がある場所は避ける、また、古紙回収の集積場所として使用している運動場

内の体育倉庫は、これまでどおり集積場所として使用できるようにすることなどが確認されまし

た。 

 その後、８月４日に開催いたしました、学校跡地施設利用検討委員会において、委員の皆様に

提案内容を説明いたしましたところ、同委員会といたしましては、リジョー株式会社の計画を進

めることが適当であると、また、三蒲地区の住民の皆様に、この計画内容の周知を図るべきだと

いう御意見をいただいたところであります。 

 これを受けまして、８月２４日に、三蒲地区の住民の皆様を対象に説明会を開催し、計画の内

容を説明させていただきましたが、住民の皆様からもおおむね御理解をいただきましたので、近

日中に、運動場で農業用ビニールハウスの建設工事に着手する予定であります。 

 ５件目は、浮島教職員住宅の転用についてであります。 

 浮島教職員住宅は、浮島小学校の運動場に２棟が隣接し、うち１棟は、平成７年度に建設した

１戸建てで、残りの１棟は、平成１１年度に建設した、２戸建ての長屋形式の集合住宅でありま

す。 

 このうちの１戸建てには、現在も校長が住んでおります。長屋形式の２戸建ての住宅は、平成

２１年度から空き家となっております。 

 こうした中、本年４月に、町長と浮島の住民の皆様方との意見交換会を行った際に、住民の方

から、浮島には新規漁業従事者が住むところがなくて大変困っておると、この教職員住宅の活用

はできないかというふうな御要望をいただきました。 

 これを受けまして、この住宅を一般に貸し出す転用手続について協議をいたしておりますが、

建設時に受けた国庫補助金の財産処分手続の調査の結果、補助金の返還の必要はなく、転用に係

る国への報告で良いということになりました。 

 また、将来、仮に浮島小学校に、今現在は教頭先生がいないわけですが、将来、浮島小学校に
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教頭の配属が復活したといたしましても、校長が学校の隣に住んでおるわけでございますので、

学校の緊急時への対応については特に問題がないというふうに思われます。 

 このようなことから、この平成１１年度建設の浮島教職員住宅を貸し出せるように、転用手続

とその他の条件整備を進めてまいりたいと考えておるところであります。 

 ６件目は、児童養護施設あけぼの寮の移転の予定について、御報告をいたします。 

 情島にある児童養護施設あけぼの寮は、昭和２６年８月に設立され、情島小学校・中学校に隣

接する施設で、満２歳から１８歳までの子供が入所できる施設であります。 

 設立当初は、戦後間もないころでありまして、戦災孤児等に衣食住を提供することから始まっ

たと聞いておりますが、近年は、社会情勢の変化によりまして、さまざまな事情で親元を離れた

子供たちが入所しております。 

 平成１６年に、この寮を経営する社会福祉法人あけぼの寮について、建物の老朽化により、新

たな寮の施設整備について、また、施設が離島であるため、緊急時の医療体制の確保や、入所者

の高校進学が非常に困難であることの理由によりまして、周防大島町内への寮の移転について、

検討がなされましたが、そのときは実現をしなかったという経緯があります。 

 こうした中、本年７月に同社会福祉法人から、岩国市との協議が整いまして、平成２９年４月

に、岩国市立石町へあけぼの寮を移転する予定である旨の通知があったところであります。 

 現在、情島小・中学校に通っている児童生徒は１４人ですが、全員があけぼの寮の寮生であり

まして、寮生を除けば、島内の子供数はゼロということになります。 

 今後は、地元自治会や情島小・中学校、また、各関係機関において、あけぼの寮の移転後の同

校のあり方について十分協議を行ってまいりたいと考えておるところであります。 

 ７件目でありますが、周防大島文化交流センターの愛称について、御報告をいたします。 

 周防大島文化交流センターは、恵まれた自然環境や歴史資料等を保存活用して、青少年等の交

流促進を図り、農林漁業や生活に関わる体験学習を通じて自然環境の学習に資することを目的に、

農林水産省の新山村振興等農林漁業特別対策事業の補助を受け、平成１６年５月１８日に開設を

されたものであります。 

 主な収蔵品として宮本常一関係資料、蔵書で約２万点、写真が約１０万点、文書資料が約

６,０００点、これらを所蔵しているところであります。 

 センターの社会教育活動をよりいっそう普及・周知させるために、従前より周防大島文化交流

センターの名称の変更を要望する意見が各方面より寄せられておりましたが、昨年、開館１０周

年を迎えたことを期に、センター運営協議会におきましても、他の文化施設との間違いを避け、

より個性的で親しまれる愛称を設定した方がよいとの意見が提案され、今年度、愛称の募集をす

るに至りました。 
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 愛称募集に当たりましては、広報６月号及び報道機関への発表並びに周防大島文化交流セン

ターのホームページ等で周知をし、去る６月１５日から７月２１日の間、公募をいたしましたが、

その結果、町内はもとより全国各地から計１０８点の応募がありました。 

 応募作品は、全体として宮本常一を冠するもの、宮本先生を連想させるものがほとんどであり

ました。 

 その中から、宮本常一の視座──見る目ですね、写真が注目を集めていることから「宮本常一

まなざし館」、宮本先生本人も多用し、故郷を指し示す言葉を用いた「宮本常一郷里（きょう

り）館」、宮本常一の関係資料を収蔵していることを強くアピールするための「宮本常一資料

館」、宮本常一の事績を通して幅広い活動を展開していくとの思いが込められた「宮本常一記念

館」の４作品が最終選考に残りました。 

 周防大島文化交流センター運営協議会委員にセンター長である西川教育長を加えた選定委員会

で厳正な審査を経て、選考の結果、当センターが宮本常一関係資料を網羅的に収蔵しており、全

国的に見ても他の施設にない特色であること、また宮本常一先生の考えをまちづくりに生かして

ほしいという思いから、「宮本常一記念館」を選定したとの報告があり、町としてもこれを採用

することといたしました。 

 今後、「宮本常一記念館」という愛称を広く周知させるとともに、センターの機能・特色を広

くＰＲし、ますます利用者から親しまれる施設として交流人口の拡大に努めたいと思っていると

ころであります。 

 以上、行政報告を７件させていただきました。 

 それでは、提出議案の概要につきまして、御説明を申し上げます。 

 本定例会に提案をしております案件は、人事に関する諮問２件、決算の認定に関するもの

１０件、補正予算に関するもの９件、条例の制定について１件、条例の一部改正について４件、

過疎地域自立促進計画の変更、動産の買い入れ３件、工事請負契約の締結１件の合計３１件であ

ります。 

 諮問第１号及び諮問第２号は、平成２７年１２月３１日をもちまして任期満了となります人権

擁護委員の推薦について、議会の意見を求めるものであります。 

 認定第１号から認定第１０号までの１０件は、平成２６年度の一般会計を初めとする各特別会

計の歳入歳出決算並びに公営企業局企業会計事業決算の認定について、お諮りするものでありま

す。 

 一般会計の実質収支は６億１,３６９万７,０００円の黒字となり、公営企業会計を除く、その

他の特別会計におきましても、黒字もしくは収支ゼロ決算で、おかげさまで各会計とも順調に予

算の執行ができました。 
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 このことは議員各位を初め、町民の皆様の御協力の賜物でありまして、深く感謝の意を表する

ものであります。 

 各財政分析の指数につきましては、合併時と比べますと大幅に健全化は進み、また前年度との

比較におきましても、改善は図られてはおりますが、先ほどの行政報告でも申し上げましたとお

り、今後の合併による特例措置の先行きとか、またはことし行われますが国勢調査による人口減

少への交付税の影響等を推考いたしますと、さらなる行財政改革への取り組みを進めなければな

らないというふうに考えておるわけであります。 

 監査委員の決算審査意見並びに主要な施策の成果説明書を添えて、決算書をお配りしていると

ころでありますが、各会計決算の詳細内容につきましては、後ほど関係参与より御説明を申し上

げます。 

 続きまして、議案第１号は、平成２７年度一般会計補正予算（第２号）であります。 

 既定の予算に６億９,９５９万４,０００円を追加し、予算の総額を１４８億３,６７９万

４,０００円とするものでございます。 

 議案第２号は、平成２７年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）であり

ます。 

 既定の予算に、４,２７８万１,０００円を追加し、補正後の予算の総額を４０億２,０９８万

８,０００円とするものでございます。 

 議案第３号は、平成２７年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）につ

いてであります。 

 既定の予算に、５８万９,０００円を追加し、補正後の予算の総額を４億２,２４５万円とする

ものでございます。 

 議案第４号は、平成２７年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）についてで

あります。 

 保険事業勘定の既定の予算に、９,２５８万９,０００円を追加し、補正後の予算の総額を

３４億８,８７３万３,０００円とするものであります。 

 議案第５号は、平成２７年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）についてで

あります。 

 既定の予算に、６３３万円を追加し、補正後の予算の総額を８億７,６８１万４,０００円とす

るものでございます。 

 議案第６号は、平成２７年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第１号）についてであ

ります。 

 既定の予算に、２４７万２,０００円を追加し、補正後の予算の総額を５億６,５５２万
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８,０００円とするものでございます。 

 議案第７号は、平成２７年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）につい

てであります。 

 既定の予算に、４６３万４,０００円を追加し、補正後の予算の総額を３億４,１０２万

１,０００円とするものでございます。 

 議案第８号は、平成２７年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）につい

てであります。 

 既定の予算に、１２１万６,０００円を追加し、補正後の予算の総額を３,５０１万９,０００円

とするものでございます。 

 議案第９号は、平成２７年度周防大島町公営企業局企業会計補正予算（第１号）についてであ

ります。 

 事業の予定量並びに収益的収入及び支出予算を補正するものでございます。 

 議案第１０号は、周防大島高等学校通学支援費給付基金条例の制定についてであります。 

 定期券を購入し周防大島高校へ通学する生徒の保護者に、通学支援費を給付するための基金を

造成しようとするものであります。 

 議案第１１号は、周防大島町手数料徴収条例の一部改正は、行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律等が１０月５日から施行されることに伴う、手数料の追

加であります。 

 議案第１２号は、周防大島町奨学資金貸付基金条例の一部改正は、周防大島高等学校通学支援

費給付基金の造成に伴い、積み立て額を変更するものであります。 

 議案第１３号は、周防大島町個人情報保護条例の一部改正につきましては、行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、個人番号、いわゆるマイ

ナンバーでありますが、これを特定個人情報と定義し、所要の改正を行うものであります。 

 議案第１４号は、周防大島町空き家等の適正管理に関する条例の一部改正についてであります。 

 空家等対策の推進に関する特別措置法が５月２６日に全面施行されたことに伴いまして、町条

例の特色は残しつつ、法の趣旨に沿った改正を行うものであります。 

 議案第１５号は、周防大島町過疎地域自立促進計画の変更についてであります。 

 久賀・大島地区下水道事業に伴う、椋野地区配水管布設事業を追加するものであります。 

 議案第１６号から議案第１８号までの３議案は、動産の買い入れについてであります。 

 議案第１６号は、前島のし尿収集運搬車を、議案第１７号は、周防大島町立中学校情報通信機

器備品を、議案第１８号は、公営企業会計システムを、それぞれ買い入れることについて、議会

の御議決を求めるものであります。 



- 15 - 

 議案第１９号は、平成２７年度志佐漁港海岸保全施設整備工事の請負契約締結について、議会

の御議決を求めるものであります。 

 以上、議案等の概要につきまして御説明申し上げましたが、詳しくは提案の都度、私または関

係参与が御説明申し上げますので、何とぞ慎重なる御審議の上、御議決賜りますよう、よろしく

お願いをいたしまして行政報告並びに提案理由の説明を終わります。 

○議長（久保 雅己君）  以上で、行政報告並びに議案の説明を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．諮問第１号 

○議長（久保 雅己君）  日程第５、諮問第１号人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求める

ことについてを議題とします。 

 補足説明を求めます。椎木町長。 

○町長（椎木  巧君）  諮問第１号人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることにつき

まして、補足説明をさせていただきます。 

 平成２７年１２月３１日をもちまして任期満了となります現委員の清木由美子氏は、人格、識

見ともに高く、地域の実情に精通され、人権擁護についても深い御理解のある方であります。 

 詳細な経歴につきましては、お手元の説明資料に示してあるとおりでございます。 

 私といたしましては、人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づき、法務大臣に対しまして、

同氏を引き続き人権擁護委員に推薦いたしたいと存じますので、よろしく御審議をいただきます

ようお願いをいたします。 

 なお、任期は、法務大臣の委嘱の日から３年間というふうになっておりますので、どうぞ、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（久保 雅己君）  説明が終わりました。 

 お諮りします。諮問第１号人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについては、

清木由美子氏を、適任とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  異議なしと認めます。よって、諮問第１号人権擁護委員の推薦は、清木

由美子氏を適任とすることに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．諮問第２号 

○議長（久保 雅己君）  日程第６、諮問第２号人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求める

ことについてを議題とします。 

 補足説明を求めます。椎木町長。 
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○町長（椎木  巧君）  諮問第２号人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることにつき

まして、補足説明を行います。 

 現人権擁護委員であります中元みどり氏の任期が平成２７年１２月３１日をもって満了するこ

とに伴う後任候補者の推薦につきまして、人権擁護委員法第６条第３項の規定によりまして、議

会の御意見を求めるものであります。 

 候補者といたしましては、教育を初め地域の実情にも精通され、人権擁護に関しましても深い

造詣をお持ちの、村田雅典氏を推薦いたしたいと存じます。 

 詳細な経歴につきましては、お手元の説明資料に示してあるとおりでございます。 

 私といたしましては、人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づき、法務大臣に対しまして、

同氏を人権擁護委員に推薦をいたしたいと存じますので、よろしく御審議をいただきますようお

願いいたします。 

 なお、任期は、法務大臣の委嘱の日から３年間となっておりますので、どうぞ、よろしくお願

いいたします。 

○議長（久保 雅己君）  説明が終わりました。 

 お諮りします。諮問第２号人権擁護委員の候補者の推薦につきまして意見を求めることについ

ては、村田雅典氏を適任とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  異議なしと認めます。よって、諮問第２号人権擁護委員の推薦は、村田

雅典氏を適任とすることに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第７．認定第１号 

日程第８．認定第２号 

日程第９．認定第３号 

日程第１０．認定第４号 

日程第１１．認定第５号 

日程第１２．認定第６号 

日程第１３．認定第７号 

日程第１４．認定第８号 

日程第１５．認定第９号 

日程第１６．認定第１０号 

○議長（久保 雅己君）  日程第７、認定第１号平成２６年度周防大島町一般会計歳入歳出決算の

認定についてから日程第１６、認定第１０号平成２６年度周防大島町公営企業局企業会計事業決
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算の認定についてまでの１０議案を一括上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。木村会計管理者。 

○会計管理者兼会計課長（木村 秀俊君）  認定第１号平成２６年度周防大島町一般会計歳入歳出

決算の認定についてから、認定第９号平成２６年度周防大島町渡船事業特別会計歳入歳出決算の

認定についてまでの補足説明を申し上げます。 

 この認定は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づき、各会計の決算につきまして、議会

の認定をお願いするものでございます。 

 それでは、認定第１号平成２６年度周防大島町一般会計歳入歳出決算につきまして補足説明を

申し上げます。 

 決算書の２ページをお願いいたします。 

 歳入の合計額を申し上げますと、予算現額１５１億８,７３５万９,０００円、調定額１５３億

９,２００万１,９２２円に対しまして、収入済額は１４９億３,１０８万８,５５９円で、調定額

に対する収入率は９７.０％でございます。 

 不納欠損額１,２１０万２,３５０円につきましては、１ページの１款町税１項町民税は

３７４万２,７６９円で個人９１人、法人４社、２項固定資産税は６４７万３,１１９円で

１８６人、３項軽自動車税は３３万９,６００円で６２人、１１款分担金及び負担金、２項負担

金の１５４万６,８６２円は保育料で７人となっております。 

 収入未済額のうち、事業の繰り越しに伴う未収分を差し引いた残りの収入未済額の主なものに

つきまして、１ページの１款町税１項町民税の４,４５５万５,９８７円は、現年分、個人

１９２人、法人９社、滞納繰越分、個人３５２人、法人１８社、２項固定資産税の５,７０９万

１,７８１円は現年３９４人、滞納繰越４５４人、３項軽自動車税の３１１万６,７７１円は、現

年１６９人、滞納繰越２０８人、１１款分担金及び負担金２項負担金の５４８万１,５４０円は

保育料で現年１４人、滞納繰越１９人となっております。 

 ２ページの１２款使用料及び手数料１項使用料の６,６０８万５,２４７円のうち、６,６０２万

５,８４７円は住宅使用料で現年２４人、滞納繰越９６人となっております。 

 １３款国庫支出金の１億８,７２９万３,５００円、１４款県支出金７１９万６,２７０円、

２０款町債７,３５０万円につきましては、事業の繰り越しに伴う未収分でございます。 

 １ページの１款町税１項町民税の収入済額５億５,１２６万３,１３２円には、還付が済んでい

ない額──以降、還付未済額と言いますが、７万７,３００円が含まれていますので、町民税の

収入未済額の実数としましては、４,４５５万５,９８７円に７万７,３００円を加算した

４,４６３万３,２８７円となります。 

 同じく、１款町税２項固定資産税の収入済額６億７,９８５万６,６４０円について、還付未済
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額１万２,０００円が含まれていますので、収入未済額の実数としましては、５,７０９万

１,７８１円に１万２,０００円を加算した５,７１０万３,７８１円となります。 

 同じく、１款町税３項軽自動車税の収入済額４,６２０万８,７２９円について、還付未済額

２,４００円が含まれていますので、収入未済額の実数としましては、３１１万６,７７１円に

２,４００円を加算した３１１万９,１７１円となります。 

 この還付未済額につきましては、４５ページの事項別明細書備考欄に記載しております。 

 ４ページをお願いいたします。 

 歳出の予算現額１５１億８,７３５万９,０００円に対しまして、支出済額は１４２億

７,１５４万３,１７６円で、執行率は９４.０％でございます。 

 翌年度繰越額４億８,５７０万４,０００円につきましては、６月定例議会において御報告して

おります平成２６年度周防大島町繰越明許費の繰越額でございます。 

 歳入歳出差し引き残額は６億５,９５４万５,３８３円でございます。 

 不用額につきましては、その総額が４億３,０１１万１,８２４円となっており、平成２５年度

決算に比べ１.８％の減となっております。 

 以上で、一般会計の説明を終わります。 

 詳細につきましては、４５ページからの一般会計歳入歳出決算事項別明細書の御参照をお願い

いたします。 

 なお、以降の各会計の事項別明細書につきましても、詳細説明は割愛させていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

 続きまして、認定第２号平成２６年度周防大島町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算につ

きまして補足説明を申し上げます。 

 ７ページをお願いいたします。 

 歳入の予算現額３６億４,３２５万７,０００円、調定額３６億８,３２６万７,１３７円に対し

まして、収入済額は３５億４,４４７万８０７円で、調定額に対する収入率は９６.２％でござい

ます。 

 不納欠損額は、国民健康保険税の１,４８９万４,４１４円で３３５人となっております。 

 また収入未済額は国民健康保険税の１億２,３９０万１,９１６円で現年７０３人、滞納繰越

１,０６７人でございます。 

 この収入未済額につきまして、事項別明細書２５７ページの備考欄に記載しておりますように、

還付未済額が節の合計で１万７,５００円含まれていますので、国民健康保険税の収入未済額の

実数としましては、１億２,３９０万１,９１６円に１万７,５００円を加算した１億２,３９１万

９,４１６円となります。 
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 ９ページをお願いいたします。 

 歳出の予算現額３６億４,３２５万７,０００円に対しまして、支出済額は３５億４,４４７万

８０７円で、執行率は９７.３％となっております。 

 翌年度繰越額は０円で、不用額は９,８７８万６,１９３円となっております。また、歳入歳出

差し引き残額は０円の決算となっております。 

 続きまして、認定第３号平成２６年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算に

つきまして補足説明を申し上げます。 

 １３ページをお願いいたします。 

 歳入の予算現額４億２,４１４万４,０００円、調定額４億２,１７９万４,１４９円に対しまし

て、収入済額は４億２,１９１万２,６２７円で、調定額に対する収入率は１００％を０.０３％

超えた率となっております。 

 これは、一般会計と国民健康保険事業特別会計の歳入同様に、収入済額の中に還付未済額が含

まれているため、調定に対して収入済額が多くなっていることによるものです。 

 不納欠損額は後期高齢者医療保険料の１３万６,６１２円で７人となっております。 

 収入未済額は後期高齢者医療保険料でマイナス２５万５,０９０円となっておりますが、実数

としましては、６６万２,５４８円で現年１２人、滞納繰越７人でございます。 

 これは、事項別明細書の２７５ページ備考欄にありますように、還付未済合計額９１万

７,６３８円によるものであります。 

 １４ページをお願いします。 

 歳出の予算現額４億２,４１４万４,０００円に対しまして、支出済額は４億２,１７７万

３,１００円で、執行率は９９.４％となっております。 

 翌年度繰越額は０円で、不用額は２３７万９００円となっており、歳入歳出差し引き残額は、

１３万９,５２７円でございます。 

 続きまして、認定第４号平成２６年度周防大島町介護保険事業特別会計歳入歳出決算につきま

して補足説明を申し上げます。 

 １７ページをお願いいたします。 

 保険事業勘定の歳入の予算現額３３億５,６５７万６,０００円、調定額３３億７,１１６万

１,１５８円に対しまして、収入済額は３３億６,３９０万５７８円で、収入率は９９.８％とな

っております。 

 不納欠損額の１６０万５,２９０円は、介護保険料３９人分でございます。 

 収入未済額は介護保険料５６５万５,２９０円で現年９６人、滞納繰越３７人となっておりま

すが、実数としましては、事項別明細書の２７９ページの備考欄にあります還付未済合計額
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１１３万９,６４０円を加算した６７９万４,９３０円となります。 

 １８ページをお願いいたします。 

 歳出の予算現額３３億５,６５７万６,０００円に対しまして、支出済額は３２億７,０４３万

８,０５２円で、執行率は９７.４％でございます。 

 翌年度繰越額は０円で、不用額は８,６１３万７,９４８円となっております。 

 歳入歳出差し引き残額は９,３４６万２,５２６円でございます。 

 ２１ページをお願いいたします。 

 介護サービス事業勘定でありますが、歳入の予算現額１,７８２万７,０００円、調定額

１,７６０万１,２６０円に対しまして、収入済額は１，７６０万１,２６０円で、収入率は

１００％となっております。 

 ２２ページ、歳出の予算現額１,７８２万７,０００円に対しまして、支出済額は１,７６０万

１,２６０円で、執行率は９８.７％、翌年度繰越額は０円、不用額は２２万５,７４０円、歳入

歳出差し引き残高は０円の決算となっております。 

 続きまして、認定第５号平成２６年度周防大島町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算につきま

して補足説明を申し上げます。 

 ２５ページをお願いいたします。 

 歳入の予算現額８億１,５２３万７,０００円、調定額８億９,０７７万１,６５８円に対しまし

て、収入済額は８億９１６万９,２７６円で、収入率は９０.８％でございます。 

 不納欠損額は０円で、収入未済額のうち、２款使用料及び手数料１項使用料のうち給水使用料

８,１５９万４,３８２円は現年３７８人、滞納繰越５６４人、２項手数料の８,０００円、現年

４人との合計で８,１６０万２,３８２円となっております。 

 収入未済額の実数としましては、事項別明細書の２９７ページにあります還付未済合計額の

２万５,５６３円を加算した８,１６２万７,９４５円となります。 

 ２６ページをお願いいたします。 

 歳出の予算現額８億１,５２３万７,０００円に対しまして、支出済額は８億９１６万

９,２７６円で、執行率は９９.３％でございます。 

 翌年度繰越額は０円で、不用額は６０６万７,７２４円となっております。 

 歳入歳出差引残額は０円の決算となっております。 

 続きまして、認定第６号平成２６年度周防大島町下水道事業特別会計歳入歳出決算につきまし

て補足説明を申し上げます。 

 ２９ページをお願いいたします。 

 歳入の予算現額３億８,４６６万５,０００円、調定額３億８,５９７万４,０６７円に対しまし
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て、収入済額は３億８,０３６万１,４７７円で、収入率は９８.５％でございます。 

 不納欠損額は７５万９,２１４円で、分担金の１４万７００円は滞納繰越１５人、使用料の

６１万８,５１４円は滞納繰越２２人となっております。 

 収入未済額４８５万３,３７６円の内訳につきましては、１款分担金及び負担金１項分担金で

は受益者の分担金が７６万８,９００円で現年７人、滞納繰越２４人、２款使用料及び手数料

１項使用料が４０８万４,４７６円で、現年５０人、滞納繰越５２人でございます。 

 ３０ページをお願いいたします。 

 歳出の予算現額３億８,４６６万５,０００円に対しまして、支出済額は３億８,０３６万

１,４７７円で、執行率は９８.９％でございます。 

 翌年度繰越額は０円で、不用額は４３０万３,５２３円となっております。 

 歳入歳出差し引き残額は０円の決算となっております。 

 続きまして、認定第７号平成２６年度周防大島町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算につ

きまして補足説明を申し上げます。 

 ３３ページをお願いいたします。 

 歳入の予算現額３億２,５６３万３,０００円、調定額３億２,６７７万７,６６９円に対しまし

て、収入済額は３億２,５０５万８,２０７円で、収入率は９９.５％でございます。 

 不納欠損額は１５万４,６００円で、分担金の８万１,６００円は滞納繰越４人、使用料の７万

３,０００円は滞納繰越４人でございます。 

 収入未済額１５６万４,８６２円の内訳につきましては、１款分担金及び負担金では、分担金

が２１万４,０００円で現年３人、滞納繰越７人、２款使用料及び手数料１項使用料の農業集落

排水使用料が１３５万８６２円で、現年２４人、滞納繰越２０人でございます。 

 ３４ページをお願いいたします。 

 歳出の予算現額３億２,５６３万３,０００円に対しまして、支出済額は３億２,５０５万

８,２０７円で、執行率は９９.８％でございます。 

 翌年度繰越額は０円で、不用額は５７万４,７９３円となっております。 

 歳入歳出差し引き残額は、０円の決算となっております。 

 続きまして、認定第８号平成２６年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算につ

きまして補足説明を申し上げます。 

 ３７ページをお願いいたします。 

 歳入の予算現額５,１５７万４,０００円、調定額５,１３５万１,８１８円に対しまして、収入

済額は５,０６１万２,３７２円で、収入率は９８.６％となっております。 

 不納欠損額は、使用料の３万７,０４０円で３人となっております。収入未済額は、１款使用
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料及び手数料１項使用料の７０万２,４０６円で、現年６人、滞納繰越８人でございます。 

 ３８ページをお願いいたします。 

 歳出の予算現額５,１５７万４,０００円に対しまして、支出済額は５,０６１万２,３７２円で、

執行率は９８.１％でございます。 

 翌年度繰越額は０円で、不用額は９６万１,６２８円となっております。 

 歳入歳出差し引き残額は、０円の決算となっております。 

 続きまして、認定第９号平成２６度周防大島町渡船事業特別会計歳入歳出決算につきまして補

足説明を申し上げます。 

 ４１ページをお願いいたします。 

 歳入の予算現額８,５０３万４,０００円、調定額８,１１６万２８７円に対しまして、収入済

額は８,１１６万２８７円で、収入率は１００％でございまして、不納欠損額、収入未済額とも

に０円となっております。 

 ４２ページをお願いいたします。 

 歳出の予算現額８,５０３万４,０００円に対しまして、支出済額は８,１１６万２８７円で、

執行率は９５.４％でございます。 

 翌年度繰越額は０円で、不用額は３８７万３,７１３円となっております。 

 歳入歳出差し引き残額は、０円の決算となっております。 

 続きまして、実質収支に関する調書の御説明を申し上げます。単位は、千円で記入しておりま

す。 

 ３３３ページをお願いいたします。 

 一般会計実質収支に関する調書でございます。 

 歳入総額１４９億３,１０８万８,０００円、歳出総額１４２億７,１５４万３,０００円、歳入

歳出差し引き額は６億５,９５４万５,０００円となり、そのうち翌年度へ繰り越すべき財源

４,５８４万８,０００円を差し引いた実質収支額は、６億１,３６９万７,０００円で決算をいた

しております。 

 ３３４ページは、国民健康保険事業特別会計実質収支に関する調書でございます。 

 歳入総額３５億４,４４７万１,０００円、歳出総額３５億４,４４７万１,０００円、歳入歳出

差し引き額は０円で、実質収支額も同額でございます。 

 ３３５ページは、後期高齢者医療事業特別会計実質収支に関する調書でございます。 

 歳入総額４億２,１９１万３,０００円、歳出総額４億２,１７７万３,０００円、歳入歳出差し

引き額は１４万円で、実質収支額も同額でございます。 

 ３３６、３３７ページは、介護保険事業特別会計実質収支に関する調書でございます。 
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 ３３６ページの保険事業勘定でありますが、歳入総額３３億６,３９０万１,０００円、歳出総

額３２億７,０４３万８,０００円、歳入歳出差し引き額は９,３４６万３,０００円で、実質収支

額も同額でございます。 

 また、３３７ページの介護サービス事業勘定でありますが、歳入総額１,７６０万１,０００円、

歳出総額１,７６０万１,０００円で、歳入、歳出差し引き額並びに実質収支額はいずれも０円と

なっております。 

 ３３８ページは、簡易水道事業特別会計実質収支に関する調書でございます。 

 歳入総額８億９１６万９,０００円、歳出総額８億９１６万９,０００円、歳入歳出差し引き額

並びに実質収支額はいずれも０円となっております。 

 ３３９ページは、下水道事業特別会計実質収支に関する調書でございます。 

 歳入総額３億８,０３６万１,０００円、歳出総額３億８,０３６万１,０００円で、歳入歳出差

し引き額並びに実質収支額はいずれも０円となっております。 

 ３４０ページは、農業集落排水事業特別会計実質収支に関する調書でございます。 

 歳入総額３億２,５０５万８,０００円、歳出総額３億２,５０５万８,０００円で、歳入歳出差

し引き額並びに実質収支額はいずれも０円となっております。 

 ３４１ページは、漁業集落排水事業特別会計実質収支に関する調書でございます。 

 歳入総額、歳出総額は、同額の５,０６１万２,０００円で、歳入歳出差し引き額、実質収支額

とも０円でございます。 

 ３４２ページは、渡船事業特別会計実質収支に関する調書でございます。 

 歳入総額、歳出総額は、同額の８,１１６万円で、歳入歳出差し引き額、実質収支額とも０円

でございます。 

 続きまして、財産に関する調書の御説明を申し上げます。 

 この調書につきましては、今年度移動のあった部分のみ説明をさせていただきます。 

 ３４３ページをお願いいたします。 

 １公有財産の（１）土地及び建物のうち、土地につきましては、水道、郵便局用地について、

公有財産から普通財産への分類換、防火水槽の用地取得による増と、宅地処分による普通財産の

減があり、合計で２２２.９７平方メートルの減となっております。 

 建物につきましては、木造面積で、旧秋分校校舎の一部及び真宮、大泊、庄南地区公営住宅の

解体による減と、志佐漁具保全倉庫、安下庄公衆トイレ新築による増があり、合計で１６.１２平

方メートルの増となっております。 

 非木造では、旧大島技能専門学校、久賀中学校舎の解体等による減と、橘庁舎並びに久賀中学

校の倉庫取得による増等がありまして、合計で１,９７２.７７平方メートルの減となっておりま
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す。 

 木造・非木造を合わせた延べ面積では、１,９５６.６５平方メートルの減となっております。 

 ３４４ページをお願いいたします。 

 （２）山林から（５）の有価証券につきましては、異動はございません。 

 ３４５ページをお願いいたします。 

 （６）出資による権利では、柳井地域広域水道企業団へ、１,９８６万９,０００円出資いたし

まして、年度末現在高は、４９億９,０５２万８,３０５円となっております。 

 ３４６ページの山口県東部森林組合出資金の８,０００円の増は、配当金の積み立てでござい

ます。 

 ３４７ページをお願いいたします。 

 ２の物品につきましては、普通自動車が１台減、軽自動車が１台増、リフトつき自動車が３台

減となっております。 

 備品につきましては、３４８ページで消防ポンプが２基増、缶・びん詰機械のセミトロシーマ

並びにサーバがおのおの１基増となっております。 

 ３５２ページをお願いします。 

 ３の基金、（１）財政調整基金は、５億３,７９０万８,０００円の増で、年度末現在高は

４８億３,０９９万７,０００円となっております。 

 （２）の減債基金は、１８万９,０００円の増で、年度末現在高は６億３２３万９,０００円で

ございます。 

 （３）県収入証紙購入基金は、変更ございません。 

 （４）の奨学資金貸付基金の１万１,０００円の増は、利息の積み立てでございます。 

 （５）の福祉振興基金の８万８,０００円の増についても、利息の積み立てでございます。 

 ３５３ページの、（６）国民健康保険基金の１万６,０００円の増も利息の積み立てでござい

ます。 

 （７）の介護給付費準備基金は、取り崩しと積み立てにより、１,５２７万３,０００円の増と

なっております。 

 （８）ふるさと創生基金につきましても、取り崩しにより、４,６５５万６,０００円の減とな

っております。 

 （９）土地開発基金につきましては、土地面積で１,４４３.４８平方メートル増加し、合計面

積は７,５３６.８２平方メートルとなり、現金は８７６万４,０００円減少しております。利息

の積み立てとあわせた年度末現在高は２億７,０７３万９,０００円となっております。 

 ３５４ページの、（１０）中山間ふるさと水と土保全対策基金は、変更ございません。 
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 （１１）ちびっ子医療費助成事業基金は、利息と合わせた積み立てにより３,２４７万

６,０００円の増となっております。 

 （１２）観光振興事業助成基金は、利息と合わせた積み立てにより３,５９０万１,０００円の

増となっております。 

 （１３）福祉医療費一部負担金助成事業基金は、同じく利息と合わせた積み立てにより

２,８１４万１,０００円の増となっております。 

 （１４）ふるさと応援基金は、積み立てと取崩しを行い、６１９万５,０００円の増で、年度

末現在高は１,４６９万５,０００円でございます。 

 ３５５ページ（１５）外国語活動推進事業基金につきましても、利息の積み立てと取り崩しを

行い、年度末現在高は３,６０９万８,０００円となっております。 

 （１６）ＣＡＴＶ加入促進事業基金は、利息の積み立てと取り崩しを行い、年度末現在高は

３,２６１万９,０００円となっております。 

 以上で、認定第１号平成２６年度周防大島町一般会計歳入歳出決算の認定についてから、認定

第９号平成２６年度周防大島町渡船事業特別会計歳入歳出決算の認定についてまでの補足説明を

終わります。 

 なお、決算付属書類、監査委員の審査意見書及び主要な施策の成果を説明する書類を添付いた

しておりますので、御審議の上、認定を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（久保 雅己君）  暫時休憩します。１０時５０分まで。 

午前10時39分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時50分再開 

○議長（久保 雅己君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 続いて、補足説明を求めます。石原公営企業管理者。 

○公営企業管理者（石原 得博君）  平成２６年度周防大島町公営企業局企業会計事業決算の認定

について、補足説明を申し上げます。 

 お手元の、平成２６年度周防大島町公営企業局企業会計事業決算書類１ページの決算報告書を

お開きいただきたいと思います。 

 まず、収益的収入及び支出の決算額でありますが、収入合計４４億９,７１３万７,２７４円に

対しまして、２ページの支出合計は５１億９,７７５万２,７１１円の決算となりました。 

 次に、３ページの資本的収入及び支出の決算額でありますが、収入合計８億６,３９９万

６,８００円に対しまして、４ページの支出合計は９億３,０３９万６,４５２円の決算となりま

した。 
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 次に、財務諸表につきまして御説明申し上げます。 

 まず、７ページの損益計算書について御説明申し上げます。 

 これは、平成２６年度の経営状況をあらわすものでございますが、医業収支では１４億

２,０６４万１０７円の医業損失となり、医業外収支では８億１,９６３万４,９２８円の医業外

利益となり、特別利益１,１３２万４,１２５円、特別損益１億９,３２２万２,３４１円を合わせ

た当年度純利益は７億８,２９０万３,３９５円の赤字となりました。そのうち、１億９,１６３万

５６２円は、会計制度の改正に伴う影響額でございます。 

 なお、現金支出の伴わない費用であります減価償却費、資産減耗費の合計５億７,５３８万

１３９円を除くと、２億７５２万３,２５６円の赤字となります。 

 次に、９ページの剰余金計算書でありますが、その他の剰余金につきましては、医療機器破損

に対する保険金４９万６,８００円がふえ、６２６万４,８００円となり、資本剰余金の年度末残

高は９,１６２万４,６００円となりました。 

 利益剰余金のうち、減債積立金につきましては、２６年度の企業債償還金額５億５,０４０万

５,８３７円を取り崩して未処分利益剰余金へ計上し、建設改良積立金につきましては、２５年

度の欠損金処理額９億４,３２０万８,９２２円を計上し、未処分利益剰余金につきましては、

２６年度欠損金７億８,２９０万３,３９５円を計上し、利益剰余金の年度末残高が３億

５,０８８万５,４０１円となりました。 

 次に、１１ページの欠損金処理計算書につきましては、処分はありません。 

 次に、１３ページの貸借対照表について御説明申し上げます。 

 これは、平成２７年３月３１日時点の財政状況をあらわしております。１４ページの資産合計

は１８４億２,３５６万６,９８１円、１５ページの負債合計は１２３億９,９０４万３,７５０円、

１６ページの資本合計は６０億２,４５２万３,２３１円でございます。 

 なお、会計制度の影響で期首移行処理を行っており、詳細につきましては７１ページに記載し

てありますが、平成２６年３月３１日と比べ、資産は、みなし償却制度の廃止により４億

５,６４２万１,６１８円の減額、負債は借入資本金の廃止に伴う負債計上により１０４億

４,５２９万７,１０９円の増額、資本は１０９億１７１万８,７２７円減額しております。 

 以上、概略を御説明申し上げましたが、附属資料といたしまして１８ページ以降に事業報告書、

キャッシュフロー計算書、収益費用明細書、固定資産明細書、企業債明細書、継続費精算報告書、

注記を添付しております。 

 平成２６年度決算は、平成２５年度と比べ収益は患者の増加による入院、外来収益の増加によ

り２億３,５５９万７,３９０円増加しましたが、費用は資産減耗費が約５億３,０００万円減少

したにもかかわらず、会計制度改正の影響や東和病院東棟完成による減価償却費の発生等により
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２,６７１万７,７８５円増加し７億８,２９０万３,３９５円の赤字となりました。 

 平成２６年度からは外部コンサルタントを導入し、収入面での成果があらわれてきています。

今後も引き続き経営改善に全力を挙げ、３病院、２老健、看護専門学校、訪問看護ステーション、

居宅介護支援事業所、健診──健康のほうの健診、調べるほうの検診事業を堅持し、地域住民に

安全・安心な医療・介護・福祉を提供するために、親しまれ、愛され、信頼される組織になるよ

う、職員一丸となって努めてまいりたいと思います。 

 以上で、認定第１０号平成２６年度周防大島町公営企業局事業決算の認定についての補足説明

を終わります。 

 なお、本決算書は監査員の審査に附して、その意見書を別冊に添付しておりますのでご審議の

上、御認定を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（久保 雅己君）  説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。 

 質疑は議案ごとに行います。 

 なお、議員各位にお願いでございますが、認定案件については、後ほど所管委員会へ付託審査

をお諮りし、委員会にて詳細なる審議を願う予定にしておりますので、ここでは総括的、大綱的

な質疑を行っていただきたいと思います。 

 認定第１号平成２６年度周防大島町一般会計歳入歳出決算の認定について質疑に入ります。 

 一般会計歳入歳出につきましては、歳入と歳出をわけて質疑を行います。 

 まず、歳入についての質疑を行います。ただし、財産に関する質疑もここでお願いします。質

疑はありませんか。広田議員。 

○議員（４番 広田 清晴君）  詳細部分については委員会で行うということなんで、執行部が出

された平成２６年度主要な施設の成果を説明する資料に基づいて質疑をしたいというふうに思い

ます。 

 まず、歳入についてということであります。一つは町税等について質疑を行います。 

 御承知のように、私は町税の減の状況は、長引く不況と実際的な周防大島町の人口減、それに

伴うものだというふうに考えておりますが、執行部の皆さん方はそのことをどのように現状を捉

えているのか、町税収入の推移について町長の基本的中身について思いがあれば答弁を求めてお

きたいし、所管課のほうで準備されておれば答弁を求めたいというふうに思います。それが１点

です。 

 それと、不納欠損の状況について、過去から今日までずんずん人数等については報告がありま

す。不納欠損についてもそれぞれ処理を行う場合に、法上に伴って行われるというふうに考えて

おりますが、法の中身についてどういう部分についてはこういう処理をします、こういう部分に

ついてはこういう処理をしますというのが具体的にあるはずですから、それについて所管課の方、
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税務課になりますか、聞いておきたいというふうに思います。 

 次に、地方交付税についてお聞きします。 

 地方交付税のほうが、普通交付税特交、そして臨時財政対策債セットで見てみますと、普通交

付税に加算する部分として臨時財政対策債これがありますが、合わせて１億４,４００万円余り

減額されております。この減の要因についてどのようになって、どのように見ているのかという

ことを聞いておきたいと思います。あわせて、毎回聞きます基準財政需要額及び収入額について

も聞いておきたい。どの部分が、特徴があると思うんです。前年度が大きかったけ今年度、前々

年度が大きかったけ前年度が少なかったとかいろいろあると思います。実際的にどういう特徴が

あるのか、基本的には交付税の関係も２６年度がベースで２８年度以降、一応、ずっと減ってい

くという合併１０年後に入りますから、２７年、ほいじゃけ実際的には減っていくと、ほいじゃ

が、２６年がベースになると思いますので、ちょっと丁寧な答弁を聞いときたいというふうに思

います。それが地方交付税関係です。 

 それと、一つは私も最近知ったんですが、基金がありますよね、これは財調以下ここに載って

おりますが、これは５月末時点ということで、私、長い間、年度中の増減ちゅうのがあるんで

３月末というふうに構えちょったんですが、よくよく見れば実際的には５月末なのか確認してお

きたいというふうに思います。これは確認です。 

 あわせて、監査委員さんが触れておられます同じように基金の状況を触れておりますから、監

査委員の触れた基金の状況は、いわゆる年度中３月末時点なのか、それともこれと同じように

５月で報告しちょるものなのか、これを聞いておきたいというふうに思います。 

 それと、全体として昨年度予算減については誰が見てもわかるように歳入減、いわゆる大型の

建物に対する国庫補助の減、水産に対する国庫補助の減等があってそういう減に伴う部分と見て

おりますが、そういう見方をしておるのか、大型事業等の減で。例えば、昨年事業実施しようと

思うたが、水産の国庫補助が減額されて昨年できんで翌年度に移行するという考え方でいいのか

どうなのか、学校のほうは終わりましたから、当然、想像つきます。その辺のところをちょっと

全体として組み立てとして聞いておきたいというふうに思います。これが入りのほうで聞いちょ

きたいと思います。 

○議長（久保 雅己君）  椎木町長。 

○町長（椎木  巧君）  広田議員さんの御質問なんですが、それぞれについては、また、担当部

長とか課長のほうから説明があると思いますが、町税収入が減りつつあるんじゃないかというこ

とですが、この認識につきましては、今、議員さんがおっしゃられたとおりだというふうに思っ

ております。一番大きいのは、やはり人口減少ということだと、片方では、もう一つは、やはり

景気の問題とかそれはいろいろその時の社会情勢もあると思いますが、やはり周防大島町で一番、
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危機感を持たなければならないのがやはり人口の減少によるいろいろな税に関係するものについ

ての削減があるということは一番だと思います。不納欠損につきましては、また具体的に税務課

長のほうから説明してると思います。 

 交付税につきましては、先ほどの行政報告等でも申し上げましたが、やはり合併から１０年間

の合併特例というものがありましたが、これが試算では相当大きな額になっております。試算で

は要するに１０年間からさらに次の５年間で本来の形に戻すんだということで、このことにつき

ましても、後、総務部長や財政課長のほうから数字については詳しく説明してもらいたいと思い

ますが、いずれにいたしましても、大変、大きな数字でありましたので、とにかく合併から早く

この合併後の効率化というものを進めなければならないというのは、非常に、一番の課題として

財政の健全化というのを抱えてきた、それが一つの一番大きな理由でございました。 

 合併から既に１０年を経過したわけでございまして、普通交付税の計算につきましては、これ

から当然、本来のあるべき合併がなかったものとして、本来のあるべき周防大島町の交付税に返

ってくるということ、いうなれば削減されてくるということになるわけでございますが、全国的

な傾向で合併した市・町について、なかなかそのような大きな税制的な効率化が図られていない

のが現状であるということがあって、合併したいずれの市・町からも、当初の合併の始まりのこ

ろには、確かに１０年間は優遇はするけどその後の残りの５年間で本来の姿に戻すということが

ありましたが、実際には、その時のそのような計算上の額が削減されると、それはなかなか、今

の健全な財政運営ができないというふうなことから、いろいろな要望・要請も出ておりますし、

また、国のほうからといたしましても、例えば今出ておるのは、支所の問題が少しも削減されて

いないとか、またはゴミの収集の問題、消防の問題、これらは合併したからといってもなかなか

効率化が図れないということで、それらについては十分な慎重な検討をしてほしいということか

らして、まだ、明確に数字が示されていないと思いますが、しかしながら国のほうも合併の効率

化によって普通交付税を削減といいますか本来の姿に戻すという、このことについてはいろいろ

慎重な意見が出つつあって、まだ、きちっと数字の上では私は示されていないと思いますが、新

聞報道等によりますと、本来の７０％ぐらいは確保できるんではないかというふうな見通しがい

ろいろ議論されておるというような状況であります。そういうことにまあ、ぜひともなってほし

いなというふうに期待をしているところでございます。 

 もう一つは、今、基準財政需要額や基金のことについては、また総務部長のほうから答弁して

もらいますが、事業費全体まあ、予算全体が縮小傾向にあるということは事実でございます。 

 一つは、やはり合併から、ずっと公共事業が旧合併前の旧町からいろいろ申し送りがありまし

たから、非常に予算が大きく膨らんだという時期を経過し、そして、その後は今度は、一番には

学校の耐震化という問題が大きく出てまいりました。それも平成２６年度で学校の耐震化は全て
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完了したということでございまして、やはり、公共事業が大きく減少しつつあるというのは、一

つは学校の耐震化が完了したということになります。 

 今現在は、久賀公民館の改修を行っておりますが、これらは、今度は社会教育施設や体育館等

の改修等にも手をつけておりますが、これらも、今後またどんどん出てくるという状況にはあり

ません。そういたしますと、学校関係やそういう社会教育関係もある程度めどが立ってきたとい

うふうに思うわけでございます。 

 もう１点は、今、広田議員さんから御指摘のありました漁港や、またはその道路等につきまし

ても、以前のようなどんどん公共事業が進むという時代ではなくて、例えば、海岸保全事業など

は防災対策ですからある程度進めなければならないと、予算もつけなければならないと思ってお

るわけでございますが、国のほうからの予算内示を見ますと、なかなか以前のような予算の内示

が復活していないというのが現状でございますので、これらが公共事業の従前の額の公共事業は、

なかなか確保するのが難しいんではないかということが一つと、もう一つは、ある程度計画して

おった事業はほぼ完了しつつあるという状況、この２点が、公共事業関係の予算が大きく削減さ

れつつあるなというふうに感じておるところでございます。 

○議長（久保 雅己君）  奈良元総務部長。 

○総務部長（奈良元正昭君）  まず、税の考え方について、今、町長から答弁があったとおりでご

ざいます。 

 それから、不納欠損の考え方でございます。法的な根拠といいますか、についての御質問でご

ざいますけれども、当然、この不納欠損については地方税法に基づいて処理をするわけでござい

ますけれども、基本的には５年の消滅時効に基づくものが多くございますけども、それ以外に、

例えばですけれども地方税法の第１５条の７第４項ということでの３年間の滞納上の執行停止に

係るもの、それから、該当者の方が例えば亡くなったとか、そういう本人がいない場合というこ

とで地方税法の１５条の７第５項を適用して即時に不納欠損にするといった例もございます。そ

ういった地方税法に基づいた不納欠損の処理をさせていただいておるということでございます。 

 それから、次の地方交付税の関係でございますけれども、まず、交付税の決定に伴います基準

財政需要額と収入額をご報告申し上げます。 

 基準財政需要額が８８億４万１,０００円でございます。 

 それから、基準財政収入額が１３億６,６９０万１,０００円ということでございます。 

 それから、減額の要因でございますけども、まず、地域の元気づくりに関する部分、こういっ

たものの減額、それから和田小学校の閉校に伴う学校に対する交付税の関係、こういったものが

減となったことが大きな要因でございます。 

 それから、次に、基金の関係の御質問がございましたけれども、３月末か５月末かという、こ
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の決算書のほうに３５２ページから載ってます基金の状況、これは３月末の状況でございます。

例えば、３５４ページ等を見ていただいたらわかるんですが、観光振興事業助成基金について備

考欄にあります一般会計に対する債権１,０５４万１,０００円というような記載がございますけ

ども、これは要するに、出納整理期間中に処理する、取り崩す、こういった債権を持ってますよ

ということで３月末、本来、基金は３月末で決算を行いますから、こういった記載をさせていた

だいております。 

 成果報告書に掲げております基金の状況は、この出納整理期間中にこういった一般会計に対す

る債権を処理した結果の５月末現在の基金残高を掲げさせていただいております。 

 ですから、基金の決算といいますと３月末の決算というのが、数値としては決算書には上がっ

てくるということで御理解いただきたいと思います。 

 それから、歳入減の状況、これも今、町長が申し上げたとおりなんですが、成果報告書の

４ページをご覧いただいたらよくわかるんですが、投資的経費、ここで対前年で５億５,０００万

円ばかりの減となっております。これは、先ほど町長申し上げましたとおり、学校の耐震化等々、

それから漁港関連施設の国庫補助もありますし、歳入トータルでいいますと、２５年は地域の臨

時交付金、こういった国庫補助もございましたし、それから、当然２５と２６の繰越金の額の増

減、こういったことも歳入の予算総額の中には影響はしておるということでございます。 

○議長（久保 雅己君）  広田議員。 

○議員（４番 広田 清晴君）  １点だけ。再質問ちゅう格好じゃないんですが、先ほど質疑のほ

うは、これと監査委員のいわゆる扱っちょる数字が、基金のところでどちらを３月いっぱいを、

監査委員ですから私は３月いっぱいかな思うてから見たんじゃが、どうも５月の分も入っちょる

んかな思うたんでちょっと確認ちょきたいなと思うて、監査委員が基金の状況に触れてますよね。

それについて、３月いっぱいの数字なんか５月末出納閉鎖期の数字なんかいうことで質疑をしち

ょります。ちょっと、確認。 

○議長（久保 雅己君）  奈良元総務部長。 

○総務部長（奈良元正昭君）  今の御質問ですけども、監査委員さんの意見書の数字的には３月末

でございます。総評につきましては、５月末の数字を見て判断、御意見をいただいておるという

状況のようでございます。 

○議長（久保 雅己君）  ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 次に、歳出について質疑はありませんか。広田議員。 

○議員（４番 広田 清晴君）  歳出についても質疑をしておきます。 
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 一つは、契約監理課に係る部分です。これを見てわかるように、契約監理課に係って報告され

ておるんが、農林課で１９件の２,０６０万２,７２８円、そして、工事のほう水産課のほうで

１０件、２億６,６３３万２,３１４円、そして建設課のほうで１０件で１億１,３６０万

３,３００円ということで報告がされております。この報告の中で、例えば、入札の方法として、

いわゆる総合評価方式をとった事業は何件あるのかという点で聞いちょきたいというふうに思い

ます。 

 御承知のように、ずっと臨時的取り扱いといいますか、そういう格好で総合評価方式をとって

きました。その中で、実態として、例えば私らは議案に係る部分ではわかりますが、議案に係ら

ない部分もあるんで、実際的には聞いちょきたいというふうに思います。それが１点です。 

 それと指定管理について聞いておきたいというふうに思います。 

 指定管理も、基本的には商工観光課等が主なものということになると思いますが、指定管理を

行った場合、その年度年度の決算報告書といいますか指定管理をすることによる決算報告書、わ

かりますか、いわゆるそこの事業運営について利用者収入があります。そして指定管理収入があ

ります。そして支出があります。それは、いわゆる人件費部分があって、燃料費部分があって、

いろいろその他部分があるというふうに思いますが、そういう決算についてはその所管課のほう

にきとるのかどうなのか、決算が届けられておるのかどうなのか、あわせて補助金を出す団体と

して観光協会及び商工会に対する決算の状況、これはきとると思うんですが、どういうふうに把

握しちょるのか聞いておきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（久保 雅己君）  奈良元総務部長。 

○総務部長（奈良元正昭君）  ２６年度総合評価方式での入札が何件あったかという御質問でござ

いますが、２件でございます。 

○議長（久保 雅己君）  池元産業建設部長。 

○産業建設部長（池元 恭司君）  今、広田議員さんのほうから、まず、観光協会と商工会につい

ての決算書及び指定管理施設についての決算というか事業報告書の提出ということでございます。 

 これについては、以前から決算審査においてもいろいろ議論してるとこでございます。商工会

と観光協会については、所管の常任委員会のほうには２年ぐらい前から提出をして、情報のほう

は出しております。 

 それと、指定管理施設、特に産業建設部関係ではございますが、事業報告書についての提出と

いうことでいろいろ議論してまして、原則的な話であれば、今の立場であれば提出することを考

えており、所管の委員会の方から提出を求めれば提出することを考えております。 

 ただ、平成２４年９月の定例会の決算認定の中の審議の議事録を引用させてもらいますと、当
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時の部長については、ちょっと公開はしてないということでございまして、その中で、一応、

「独自の努力が入っているものであるので、それを指定管理者の独自の成果が含まれていること

もあり、これから積極的に相手方の企業の内情を明らかにすることはいかがなものかと思う。相

手方の了解があれば出してもいいと思うが、指定管理者の決算内容であるので、こちらから積極

的に出すという性格のものじゃないと思う」というような、当時、そういう答弁もしております

ので、それを受けて平成２６年からの指定管理者の公募及び選定において、応募段階で応募者の

ほうに町のほうから町議会なり何なりがそういう決算書なり事業報告書を出せというときには出

しますよということを了解のもとに、昨年からそういうことにしてますので、それ以後について

は出せます。 

 今回の２６年度の決算における指定管理施設については、２４年以前の分の指定の公募でした

ので、一応、先ほど２４年のときの答弁にあるようにお願いできれば、一応、当該指定管理者の

了解のもとに提出できればというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（久保 雅己君）  松本健康福祉部長。 

○健康福祉部長（松本 康男君）  ただいまの指定管理についての収支報告の関係でございますが、

公立の日良居保育所についても指定管理をしておりますが、これについては収支報告を出してい

ただいております。 

 それから、社協を相手とします指定管理等についても、社協のほうからそういった収支報告と

いうものを出していただいております。 

 以上です。 

○議長（久保 雅己君）  広田議員。 

○議員（４番 広田 清晴君）  指定管理についても１０年までいきませんが、それなりにかなり

変動してきておりますし、指定管理料も多額発生する時期にきておるという部分もありますし、

そして、その団体に対する実際的な考え方をせんにゃいけんところもあるし、そしてまた、直営

がええのかどうかという考え方も議論が出る場面もあります。町長のほうもできるだけ合理的に、

そして議会の理解が得られる、住民の理解が得られる方向でやっていくことが大事じゃないかと

いうことを明らかにして終わりたいんですが、１件ほど、いわゆるイノシシ対策についてであり

ます。 

 これは毎年ずっと言いよるんですが、かなりまだ、一昨年が１,２００頭ぐらい、昨年が

１,６００頭ぐらいで、まだまだふえよるという実態があるんですが、いろんな補助要綱があり

ますが、こういうわながええとか、こういう柵がええとかそういうような意見は、やっぱり団体

と協議しながら進みよるということで２６年度は進んでいったということでよろしいんですか。
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ちょっと、よう聞いちょきたいというふうに思います。 

○議長（久保 雅己君）  池元産業建設部長。 

○産業建設部長（池元 恭司君）  広田議員さんからのイノシシ対策についての御質問でございま

す。 

 イノシシ対策につきましては、成果報告書、農林課のとこでございますが１１５ページと

１１８ページのほうに記載しております。 

 まず、１１５ページに記載しておりますものは、下段ですね、下のほうでございます。４の鳥

獣被害防止施策等整備事業（単独）というふうに書いております。これは、俗に言う電気柵とか

ワイヤーメッシュの柵とかというもののまず防ぐほうの対応でございます。これについては、施

設整備として６万３,０５９メートル、３３３件の申請で、事業費そのものは町・個人合わせて

２,１７５万４５３円でございます。町負担が１,０２３万７,０００円が決算書に記載している

数字としております。 

 次に、１１８ページのほうでございます。これは中段のほうから（２）有害鳥獣捕獲事業でご

ざいます。これについては、今度はとるほう──駆除するほうでございます。カラス、タヌキ、

イノシシ、２６年度につきましては１,６２１頭の捕獲をしております。これについては、山口

県大島郡猟友会のほうに委託をしているとこでございます。 

 その中で、カラスが１羽５００円で２０２羽とっていますので１０万１,０００円、タヌキに

ついては１,５００円の１８０匹で２７万円です。イノシシにつきましては１,６２１頭の１頭

７,０００円として１,１３４万７,０００円の合計１,１７１万８,０００円が決算書の記載のと

おりでございます。 

 今、対策についてということで、２７年度からは面積要件等を緩和し、いろいろ柔軟な対応を

しているとこが現状でございます。 

 以上でございます。 

○議長（久保 雅己君）  ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 認定第２号平成２６年度周防大島町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について質

疑はありませんか。広田議員。 

○議員（４番 広田 清晴君）  所管委員会なので１件だけ聞いときます。 

 町長は、その他繰り入れについて、毎年毎年、多額の繰り入れをしとるいうのが言い分がある

ようですが、２６年度決算時期において繰り入れ、例えば、予算上は当初予算で１億２,０００万

円、補正で３,０００万円あったら、大体１億５,０００万円ぐらい予算上はなります。ほいじゃ



- 35 - 

が、調定上は４,０００万円余りということになると、繰り入れ額はもとへ戻すわけですからそ

こまでいかないということであります。 

 ２６年度の法定分といわゆる任意の繰り入れ、これは大体２,０００万円弱１,０００万円代と

３,０００万円代いうふうに私は見ておりますが、数字的に、実際、法定分、任意分、幾らの繰

り入れになっておるか確認しておきたいというふうに思います。 

○議長（久保 雅己君）  奈良元総務部長。 

○総務部長（奈良元正昭君）  決算書の事項別明細書の２６０ページでございます。 

 繰入金の他会計繰入金、一般会計繰入金ということでここに掲げさせていただいております。

総額で２億９,０００万円ばかりの繰り入れを行っておりますけども、そのうちの法定分を除く

その他の繰入金として１,９１０万７,０００円でございます。 

○議長（久保 雅己君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 認定第３号平成２６年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について

質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 認定第４号平成２６年度周防大島町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について質疑は

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 認定第５号平成２６年度周防大島町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について質疑は

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 認定第６号平成２６年度周防大島町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について質疑はあ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 認定第７号平成２６年度周防大島町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について質

疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（久保 雅己君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 認定第８号平成２６年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について質

疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 認定第９号平成２６年度周防大島町渡船事業特別会計歳入歳出決算の認定について質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 認定第１０号平成２６年度周防大島町公営企業局企業会計事業決算の認定について質疑はあり

ませんか。広田議員。 

○議員（４番 広田 清晴君）  これも所管委員会になりますが、本会議で明らかにしておきたい

のは、先ほど企業管理者が言われた、一つは変更部分について、７１ページって言われましたか

ね、ちょっと開きます。本会議でやっちょきたいのは、企業会計制度による会計制度変更に伴う

当期損益の影響いうことで、その次のページが周防大島町公営企業貸借対照表移行表ということ

があります。これを見ても非常にわかりにくい部分が入ってきます。例えば、特別損失の１億

９,３００万円、これは平成３０年までの部分なのか、それともう一つは、２６年４月１日での

貸借対照表移行表、これは矢印を書いちょるんですが、そのことによって会計補助、どういうふ

うに変わってくるんじゃ。例えば、これを見ると借方が貸方に移動しちょったり、数項目が移動

したりしよる、この考え方について、今までとちょっと違うんだよというのは、財政当局が控え

ておったら先にちょっと聞いときたいというふうに思います。 

○議長（久保 雅己君）  藤田企業局総務部長。 

○公営企業局総務部長（藤田 隆宏君）  広田議員さんの質問にお答えします。 

 まず、会計制度の当期損益の影響ということで、特別損失１億９,３２２万２,３４１円、この

内訳につきましては、右肩にあります５,１４９万１,０００円、これが毎年度末に全職員が自己

退職した場合の退職引当金を全額積み立てなさいということなんですが、それが不足分が２億

５,７４５万３,０９７円ございます。これを１年ではとても難しいので５年にわけて分割する、

これが、２６、２７、２８、２９、３０年までが毎年度５,１４９万円は出てまいります。 

 そのほかに、１億２,０００万円賞与引当金勘定、２,０８７万８,４３１円の法定福利費引当

金の引当てというものに関しましては、従前、今もそうですが、期末勤勉手当が６月と１２月に

支給されております。考え方としましては、前年の１２月、１月、２月、３月、４月、５月を

６月に支給してるということで、前年の１２月、１月、２月、３月の４カ月分は、あらかじめ前
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年で積み立てておきなさいということで、積み立てた金額が１億２,０００万円と法定福利費の

２,０００万円ということになりますので、この１億４,０００万円に関しては、次年度以降は発

生いたしません。これが、主な損益の影響額でございます。 

 その次の７１ページの貸借対照表の移行に関します処理につきまして、今回、会計制度の改正

は４６年ぶりに大幅改正されました。その主旨としましては、会計基準そのものを民間企業や地

方独立行政法人に近づけるというものでございます。 

 移行処理につきましては、７１ページの各科目欄ごとに番号を記載しておりますので、その番

号で説明させていただきます。 

 １つ目は、借入資本金の廃止に伴うものです。右肩の３１番借入資本金の下の企業債というの

がございます。もともと資本に入っておりました。でも、企業債というのは国からの借金といい

ますかローンで借りてるものでございますので、資本ではなく負債だろうということで２４番の

企業債の固定負債に移行してございます。 

 ２番目は、みなし償却制度の廃止に伴うものでございます。みなし償却制度とは、建物や医療

機器など固定資産の取得に際し交付された補助金があった場合、１００万円のうち５０万円が補

助金であった場合は、控除した５０万円で減価償却を行う制度であります。ただ、この制度の廃

止によって補助金部分、購入した１００万円全部を減価償却を行うようになります。 

 次の資本金の３２番の剰余金、これは各町出資金の全額、一番右肩の９億１,１２７万

８００円と３３番の資本剰余金のうち減価償却資産１４億４,４６９万９,２２７円を合わせた

２３億９,９９４万４,２２７円を、上の負債の部にあります繰延収益の２８番へ移行するもので

ございます。長期前受金として移行しております。 

 そして、平成２５年度までの補助金部分の減価償却相当分となります資産の部の左肩の３番の

償却累計額、建物が３億２,３００万円、構築物が６２０万１,４００円、器械備品が１億

１,９９７万７,９３７円、車両が５７８万８,４８０円、１１番の無形固定資産等を計上し、そ

の見合い分としてそれらを合計した４億５,６４２万１,６１８円を負債の部の２９番収益化累計

額の計上しております。 

 ３つ目は繰延勘定の計上の廃止に伴うもので、資産の部の１８番繰延勘定を全額１億９,７６０万

４３８円を１９番の長期前払消費税へ移行しております。 

 以上が、会計制度改正に伴う移行処理の内訳でございます。 

○議長（久保 雅己君）  広田議員。 

○議員（４番 広田 清晴君）  もう一つは、収益的収支であります。賃金アップ等、国からの改

善命令が出たりいろいろ要因はあるというふうには見ております。 

 その中でやすらぎ苑についても、支出でかなり赤字高が１億円ある、そしてさざなみ苑、これ
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は８０床ですが、実際的にはそれぐらいの赤字になるというのが示されているというふうに思う

んですが、特徴的な部分、例えば、やすらぎ苑じゃったら５０のうち４７ぐらい、いっぱいいっ

ぱい入れてもこういう赤字になる、この赤字の要因はどういうところから発生すると、また、さ

ざなみ苑については、例えば８０床の部分ですが、利用者を隔離しなければいけないような原因

が発生したんかどうか含めて、ちょっと報告できることがあったら本会議で報告しちょっていた

だきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（久保 雅己君）  藤田企業局総務部長。 

○公営企業局総務部長（藤田 隆宏君）  御存知のように介護報酬が減額されておりますので、経

営そのものは大変、難しくなってるというのは否めません。 

 やすらぎ苑につきましては、４５床のうち２６年度では１日平均４７人ということで九十何％

でございましたけれど、さざなみ苑につきましては、６４人ということで８０％ぐらいにおさま

っております。２６年度につきましては、入所者の結核ということがありまして、そういったも

ろもろで新しい入所者が入れられなかったという面もあって入所者が伸びてない状況で、現在で

は、もう７５──きょう現在では７２だったか超えておりますので、収益は若干上がってくると

は思いますけれど、どうしても介護職員の改善手当等々の金額もありますし、給与費は上がる一

方ですし、逆に収入のほう、介護報酬は下がっていくということで、どうしても赤字、満床入れ

ても若干の赤字は出るだろうなという見込みでございます。 

○議員（４番 広田 清晴君）  ３回目になります。 

 あと、医師及び看護師、そして技術師、そこんところの充足率についてどういう状況なのか報

告を求めておきたいというふうに思います。 

○議長（久保 雅己君）  藤田企業局総務部長。 

○公営企業局総務部長（藤田 隆宏君）  御存知のように、医師、看護師、医療技術員に関しまし

ては、医療法等々で一応、充足の基準がございます。 

 医師に関しましては、全て３病院とも１００％を超えて、ちょっと％をここで持ってませんの

で、ただ１００％は医療監視のほうでも報告しております。 

 看護師の場合は、プラス診療報酬の基準看護というのがございまして、これも基準病床数に関

する入院患者、外来患者の基準もクリアしております。 

 そのほか、薬剤師が調剤数に関して若干足りない部分はありますけれど、そのほかのコメディ

カルに関してはおおむね１００％充足していると思っております。 

○議長（久保 雅己君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 



- 39 - 

○議長（久保 雅己君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 お諮りします。決算認定の質疑は終結しましたので、認定第１号平成２６年度周防大島町一般

会計歳入歳出決算の認定についてから認定第１０号平成２６年度周防大島町公営企業局企業会計

事業決算の認定についてまでの１０議案を、本日配布しております議案付託表により、所管の常

任委員会に付託することにしたいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  異議なしと認めます。よって、認定第１号平成２６年度周防大島町一般

会計歳入歳出決算の認定についてから認定第１０号平成２６年度周防大島町公営企業局企業会計

事業決算の認定についてまでの１０議案を、本日配布しております議案付託表のとおり、所管の

常任委員会に付託することに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（久保 雅己君）  暫時休憩します。１３時まで。 

午前11時50分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時00分再開 

○議長（久保 雅己君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１７．議案第１号 

○議長（久保 雅己君）  日程第１７、議案第１号平成２７年度周防大島町一般会計補正予算（第

２号）を議題とします。 

 補足説明を求めます。奈良元総務部長。 

○総務部長（奈良元正昭君）  議案第１号平成２７年度周防大島町一般会計補正予算（第２号）に

ついて補足説明をいたします。 

 別冊、補正予算つづりの１ページをお願いいたします。 

 今回の補正は第１条に定めますとおり、既定の歳入歳出予算の総額に６億９,９５９万

４,０００円を追加し、予算の総額を１４８億３,６７９万４,０００円とするとともに、第２条

により地方債の補正を行うものでございます。 

 まず、歳入歳出予算補正の概要につきまして、事項別明細書により御説明をいたします。 

 １１ページをお願いいたします。歳入につきまして、８款地方特例交付金は交付額の決定によ

り減収補填特例交付金を５５万８,０００円増額するものでございます。 

 ９款地方交付税は、普通交付税の交付額が７４億３７３万６,０００円と決定されましたので、

１億５,３７３万６,０００円を追加計上するものでございます。 
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 １２款使用料及び手数料は、このたび、社会保障税番号制度に係ります通知カード及び個人番

号カードの再交付手数料を手数料徴収条例に追加することから、これに伴う予算の新規計上でご

ざいます。 

 １３款国庫支出金２項国庫補助金１目総務費国庫補助金は、マイナンバー制度導入のための補

助金としてカード交付の事務費に係る補助金を、２目民生費国庫補助金の社会福祉費補助金は、

生活保護事業におけるシステム改修に係る補助金をそれぞれ計上するものでございます。 

 また、１２ページになりますけれども、障害福祉費補助金は、成年後見制度支援事業の事業量

増に伴う地域生活支援事業補助金の追加計上でございます。 

 １４款県支出金２項県補助金２目民生費県補助金は、障害福祉費補助金において国庫補助金と

同様に事業量の増による地域生活支援事業補助金を追加計上するとともに、児童福祉費事業補助

金では、児童クラブ事業に係る補助金について要綱改正等に伴う増額計上でございます。４目農

林水産業費県補助金は、農業費補助金において畜産経営規模拡大のための資源循環型肉用牛経営

育成事業補助金を新規に、また、農地集積のための機構集積協力金交付事業補助金を追加計上す

るとともに、林業費補助金では、山口県森林づくり県民税を活用する地域が育む豊かな森林づく

り推進事業補助金１６９万円を新規に計上するものでございます。 

 １５款財産収入１項財産運用収入１目財産貸付収入は、近年利用されていない浮島教職員住宅

についてその用途を改め、一般住宅として活用することとし、貸付収入を計上するものでござい

ます。 

 １３ページ、１７款繰入金は、財政調整基金の取り崩しを１億９,８８２万２,０００円減額し

財源調整を行うとともに、目的事業に充当するため、まち・ひと・しごと創生基金２,１５１万

８,０００円の取り崩しを行おうとするものでございます。 

 １８款繰越金は、平成２６年度からの繰越金を６億３６９万７,０００円追加するものでござ

います。 

 １９款諸収入４項雑入２目雑入につきましては、児童クラブ個人負担金を地方において収入す

ることとしたため、負担金１４９万円、後期高齢者医療療養給付費負担金過年度精算分の確定に

伴う精算額３,９２２万２,０００円、山口県市町村振興協会から地域づくり推進事業助成金

２００万円及び公用車両電気充電式自動車に更新することに伴う補助金５３万円をそれぞれ計上

しております。 

 １４ページ、２０款町債１項町債３目過疎対策事業債は、漁港漁場機能高度化保全事業の歳出

予算の組み替えに伴う充当額の調整、４目臨時財政対策債は、限度額の確定に伴う追加計上をそ

れぞれ行うものでございます。 

 １５ページからは歳出でございます。その主なものについて御説明をいたします。 
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 ２款総務費１項総務管理費５目財産管理費は、基金管理経費において地方財政法第７条第１項

の規定に基づき、財政調整基金へ３億４,２７８万円を積み立てようとするものでございます。 

 ６目企画費企画一般経費は、公有財産購入費３５１万８,０００円を新規に計上しております。

これは東安下庄地区に県が所有する教職員安下庄住宅を買い受けようとするもので、今後は、定

住促進住宅等に利活用する予定であり、その財源にまち・ひと・しごと創生基金を予定しており

ます。 

 ７目支所及び出張所費は、地域の要望に対応するため、久賀、大島、東和、橘の各支所経費に

工事請負費、原材料費、小規模施設整備事業補助金を追加計上するとともに、１６ページ、日良

居出張所経費では、エレベーターの修繕のため１２万８,０００円を計上しております。 

 また、空家有効活用事業は、新規事業でございますけれども１,８００万円の計上でございま

す。この事業は、町内にある空家を活用して定住者等の住宅を確保し定住促進を図ろうとするも

ので、その体系は町がこの事業として取り扱う空家を抽出し、所有者の承諾のもと１０年間を一

括で借り受けた上、町において修繕等を行い定住者等の住宅として提供しようとするもので、抽

出及び修繕を総合支所において実施する予定でございます。空家対策に重きを置いた事業として

取り組むこととしており、家賃設定には修繕費を考慮することとしておりますが、より空家対策、

定住対策に配慮したいと考えております。 

 ８目電子計算費は、将来の基幹系システムの新たな共同クラウド立ち上げについてその検討を

行うため、周南市、柳井市等県下の４市と全ての町により構成する利用検討委員会に参画するこ

ととしており、そのコンサルティング業務の負担金１９０万円を新規に計上するものでございま

す。 

 １７ページ、３項戸籍住民基本台帳費は、個人番号カード交付事務費補助金及び個人番号カー

ド再交付手数料等の財源充当を行うものでございます。 

 ３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉総務費は、社会福祉総務一般経費において、前年度の

臨時福祉給付金事業の精算による償還金２,５９０万３,０００円を、たちばなケアプラザ管理経

費では、空調設備の修繕費１９万５,０００円をそれぞれ計上するものでございます。 

 ２目障害福祉費は、障害福祉一般経費において障害福祉関係事業に係る国・県補助金の前年度

精算による償還金１,４７０万９,０００円を、障害者地域生活支援事業においては、成年後見制

度支援事業の事業量増に伴う役務費を追加計上するものであります。 

 ３目老人福祉費は、平成２６年度に策定された高齢者保健福祉計画等の進捗管理評価を検討す

るための高齢者保健福祉推進会議を開催する経費の計上でございます。 

 １８ページ、５目介護保険対策費は、介護保険利用者負担軽減事業等の前年度精算による償還

金の計上でございます。 
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 ２項児童福祉費１目児童福祉総務費は、児童福祉総務一般経費において、子ども・子育て会議

の開催経費の増額と、保育所運営負担金等の児童福祉関係事業の前年度精算による償還金

１,１０５万５,０００円を、児童福祉事業において、各放課後児童クラブに係る個人負担金の予

算の組み替え及び実績見込みによる委託料３２１万３,０００円を、児童公園等管理経費におい

ては、久賀中央児童公園の合併浄化槽に係る修繕費１１万７,０００円を、児童館運営経費では、

利用者に対応するため児童厚生員増員の賃金１０４万６,０００円及び施設改修による修繕費

４２万円をそれぞれ追加計上するものでございます。 

 １９ページ、３項生活保護費１目生活保護総務費は、生活保護事業における電算システムにつ

いて、マイナンバー制度に伴うシステム改修を行うための委託料２０５万２,０００円及び生活

扶助費等に係る国・県負担金の前年度精算に伴う償還金１,３０８万９,０００円の計上でござい

ます。 

 ４款衛生費１項保健衛生費１目保健衛生総務費は、当初予算において、公用車の更新のための

予算を計上しておりましが、近年の自動車環境や所管する課の使用状況等を考慮し、クリーンエ

ネルギー自動車として電気自動車に改めることが適切であると判断し、増額の計上をするもので

ございます。 

 ２０ページ、５款農林水産業費１項農業費３目農業振興費は、橘ふれあいセンター管理運営経

費において、加工機材である蒸気回転釜の修繕費を、農地中間管理機構事業において、農地集積

のための経営転換協力金及び耕作者集積協力金を事業量の増に伴い追加計上するものでございま

す。 

 ４目畜産業費は、畜産経営の規模拡大として、牛舎整備を行うための資源循環型肉用牛経営育

成事業補助金について採択が見込まれることから４８万４,０００円を新規に計上するものでご

ざいます。 

 ５目農地費は、農地一般管理経費において、自然災害や老朽化等により痛みの激しい農道や排

水路の早期補修の要望に対応するため工事請負費６００万円を、排水施設管理事業では、町内排

水機場の設備、点検を実施したところ、６施設において老朽化や部品劣化による不具合等が確認

されたため早急に対応することとし修繕費１,１８２万１,０００円を、また、台風接近時の非常

用電源として発電機等の借り上げ２８万５,０００円をそれぞれ追加計上するものでございます。 

 ２１ページ、７目農村環境改善センター費は、蒲野センターの屋外キュービクル内機器更新に

要する修繕費２１万６,０００円の計上でございます。 

 ２項林業費１目林業総務費は、山口県森林づくり県民税を財源とする地域が育む豊かな森林づ

くり推進事業補助金を活用し、嘉納山山頂から三方に延びる自然公園内遊歩道の景観整備を実施

するための委託料１８０万円を新規に計上するものでございます。 
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 ３項水産業費２目水産業振興費は、近年利用されていない浮島教職員住宅について、主に漁業

者等の就業支援として利用することとし、そのための改修経費等を計上するとともに、久賀漁協

燃油倉庫外壁補修ほか、水産業施設の修繕等に係る漁業経営構造改善事業補助金２５０万

５,０００円を追加計上するものでございます。 

 ２２ページ、３目漁港管理費は、漁港、漁場機能高度化保全事業について、委託料から工事請

負費へ組み替え調整が主なものでございます。 

 ６款商工費１項商工費１目商工総務費は、柳井地域合同就職面接会負担金について室津大島半

島振興広域連携促進事業に移行し実施するため、名称及び予算額を改めるものであります。 

 ２目商工業振興費は、ウィンドパーク管理運営経費において施設管理を指定管理により行うこ

ととし、指定管理者選定委員会の経費１３万６,０００円を、竜崎温泉管理運営経費において不

具合の温泉回収水槽電極及び循環配管の改修、また空調の更新のための工事請負費４３８万

４,０００円を、中小企業従業員住宅管理経費においては森団地の外壁修繕費４３万２,０００円

をそれぞれ計上するものでございます。 

 ３目観光費では、観光一般経費において、道の駅サザンセトとうわ、レストランの発券機更新

のリース料及び陸奥記念館浄化槽ブロア改修の工事請負費ほか、商工総務費と同様にスポーツ観

光誘致事業、サザンセト・ロングライドのことでございますけども、これにつきまして室津大島

半島振興広域連携促進事業に移行するための調整を行うとともに、２４ページ、公園等管理経費

において、サクラの名所でございます瀬戸公園のサクラの老朽化も目立つことから、新たなサク

ラの木の植栽の提案もあり、公園内の雑木等の伐採整備委託料を計上するものでございます。 

 ７款土木費６項住宅費１目住宅管理費は、今後の不足が見込まれる公営住宅の修繕費４００万

円を追加計上するものでございます。 

 ８款消防費１項消防費３目消防施設費は、旧椋野小学校内の消防機庫について、現在は解体さ

れているものの基礎部分が残されておりまして、これを撤去する経費の計上でございます。 

 ４目災害対策費は、前年度において防災センターに設置されている自動販売機の設置使用料が

重複して納付されたため、これを返還するものでございます。 

 ２５ページ、９款教育費１項教育総務費２目事務局費は、旧沖浦中学校において、従来の赤線

道が使用できない状況にあり、つけかえて確保するための工事請負費の計上でございます。 

 ２項小学校費１目学校管理費は、小学校管理事務局経費において城山小学校屋内運動場外壁補

修のほか、小学校施設に係る修繕費１８４万円を、スクールバス管理運営経費において、スクー

ルバス白木線マイクロバス修繕費１５万１,０００円を追加計上するものでございます。 

 ３項中学校費１目学校管理費は、安下庄中学校屋内運動場の雨漏り補修のほか、中学校施設に

係る修繕費１５５万４,０００円を追加計上するものでございます。 
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 ２６ページ、４項社会教育費２目公民館費は、日良居公民館、かんころ楽園のいずれも空調設

備の改修に係る経費の計上でございます。 

 ５目社会教育施設費は、文化センター管理運営経費において、空調設備や研修室内クロスの補

修経費１７３万４,０００円を、橘総合センター管理運営経費において、やはり空調設備の冷温

水ポンプの修繕経費を計上するものでございます。 

 ５項保健体育費２目体育施設管理費海洋センター管理運営経費は、屋内ゲートボール場すぱー

く大島につきまして、整備から２０年近くを経過し、屋根や外壁の痛みも激しく、その補修を行

うこととして、当時、整備主体であった社会福祉協議会より日本財団に対して助成申請を行った

ところ採択の見込みとなり工事負担金３００万円を新規に計上するものでございます。 

 日良居体育館管理運営経費は、不具合のあった煙感知機の取りかえ経費の計上でございます。 

 ２７ページ、３目学校給食費は、久賀地区学校給食センターの冷蔵庫や配送車の修繕費５２万

８,０００円の計上でございます。 

 １１款公債費１項公債費１目元金は、平成１６年度に１０年見直し方式により借り入れを行っ

た臨時財政対策債及び減税補填債が１０年を経過し、償還表が改まったことにより、今年度にお

いて元金の償還額が増額となったため、その差額１２７万９,０００円を追加計上するものでご

ざいます。 

 １２款諸支出金１項繰出金１目繰出金は、それぞれ特別会計の補正予算に伴う繰出金の調整で

ございますが、このたび、公営企業局企業会計繰出金につきまして、普通交付税の確定による繰

出金調整のほか、公債費に係る繰出金の算定基準を国の定める繰出基準に準じて改め、これを増

額することとして総額１億２,８３９万４,０００円を追加計上しております。これは、厚生労働

省が地域医療構想のガイドラインの検討を行う中で、地方公共団体に平成２７年度または２８年

度中に新たな公立病院改革プランの策定を要請しているところであり、公営企業局においては、

当然ながら経営の効率化等、厳格な経営改善に努めることを前提とし、改革プランの策定や円滑

な推進の支援として繰出金のかさ上げを行うものでございます。 

 以上が、歳入歳出予算の補正の概要でございます。 

 続いて、７ページに返っていただきたいと思います。地方債の補正につきましては、過疎対策

事業債及び臨時財政対策債の補正に伴う限度額の変更を行うものでございます。 

 以上が、平成２７年度周防大島町一般会計補正予算（第２号）についての概要でございます。

何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようお願い申し上げます。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（久保 雅己君）  説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑はありません

か。吉田議員。 
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○議員（１１番 吉田 芳春君）  ページ２３ページ、商工費竜崎温泉の管理運営費４３８万

４,０００円の工事の内容について説明をお願いいたします。 

○議長（久保 雅己君）  池元産業建設部長。 

○産業建設部長（池元 恭司君）  済いません。吉田議員さんからの質問の竜崎温泉管理運営経費

の工事請負費のどういう内容かという御質問かと思います。 

 竜崎温泉の機械室内にあります地下水槽、回収槽でありますが、この電極棒１０カ所を改修す

るものと、空調の本館、竜崎系統の更新が主なものでございます。 

 以上です。 

○議長（久保 雅己君）  吉田議員。 

○議員（１１番 吉田 芳春君）  今の工事は、以前、予算措置されたと思いますけども、その後

に不都合があったということで理解してよろしいのでしょうか。 

○議長（久保 雅己君）  池元産業建設部長。 

○産業建設部長（池元 恭司君）  昨年、２６年に循環ろ過機の改修が昨年は主なもので、今度は、

回収槽の中に、さっき電極棒、水計というのがあるんですけど、水計が、自動で推移が上がれば

補給するという水計の部材が老朽化したということで、今回、更新するというようなものでござ

います。昨年やったものではありません。 

○議長（久保 雅己君）  ほかに質疑はありませんか。今元議員。 

○議員（８番 今元 直寬君）  ページでいくと１６ページです。空家の有効活用事業ですが、た

またま、昨日、夕方のＮＨＫのニュースを見ておりましたところ、１,８００万円に対すること

を述べておられました。この事業は、私は非常にいいことだと思うんですけれども、その中でも

言っておりましたけども、いわゆる空き家バンクに、現在、登録が非常に少ないと僕も認識して

おりますけれども、１,８００万円の金額はどういう根拠で、また戸数的にはどういう戸数でや

ってるのか、あるいは単価的にはどういう単価で見てるのか、その辺ちょっと御説明いただけま

すか。 

○議長（久保 雅己君）  奈良元総務部長。 

○総務部長（奈良元正昭君）  ただいまの空家有効活用事業の１,８００万円の根拠という御質問

でございますけども、まず、ここにありますように修繕費１,５００万円、これについては、今

回の事業５軒分を想定した予算計上となっております。したがいまして、修繕費１,５００万円、

これについては１軒当たり３００万円を上限とした５戸分で１,５００万円、また使用料及び賃

借料の３００万円、これにつきましては月額５,０００円、年間６万円、ですから１０年間一括

借上げで６０万円、これの５戸分ということで３００万円という予算を計上させていただいてお

ります。 
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○議長（久保 雅己君）  ほかに質疑ありませんか。広田議員。 

○議員（４番 広田 清晴君）  まず、歳入から質疑を行います。 

 今回、地方交付税、いわゆる２７年度から段階的に落ちていくという中で、３月補正で論議し

たところでありますが、全体として落ちる計算はしちょったろうと、それにしても、今回１億

５,３７３万６,０００円と合わせて６,７９８万１,０００円の町債、これは対策債ですが、合わ

せたら財政当局から見ても私から見ても初年度にしては落ちてなかったんじゃないかなというの

が率直な見方でありますが、財政課長は当初、全体を見ておりますという答弁をしたんで、そこ

んところが予測より落ちなかった点、例えば、事前にいろんなニュース等が流れてきております

ので、町長でもいいです、答弁を求めておきたいというふうに思います。 

 それと、今回、財源的には繰越金と今、言いました地方交付税、これがほとんど主な財源とい

うことでありますが、先ほど決算のとき議論しました今回、動く基金について、補正後の基金の

状況について報告していただきたい。財調は５０億円ぐらいになるんじゃないかのと思うてから

実際見ますが、そういう状況が議員各位放置できるのかどうかを含めて（発言する者あり）放置、

質疑をしちょきたいというふうに思います。歳入は以上であります。 

 歳出について質疑をします。今回、国の政策によるいわゆるマイナンバー制度に伴う改定、小

口ですが入っております。運用までにかなりの経費がかかるだろうというふうには私は思います。

マイナンバー制度については、今やるべきじゃないちゅう立場は既にこの議会でも明らかにして

おります。その上で、歳出について気にかかるところ、質疑をしておきたいというふうに思いま

す。 

 先ほど委員から質疑がありましたまち・ひと・しごと創生基金繰入金から行う事業であります。

この部分については、ずっと前からＮＨＫでも放送されましたし、一様な放送されておりますが、

町のほうとしては一定の要綱をつくらんと、先ほど軒数等報告がありましたが、例えば余りに老

朽したことについてはどうするんかとか、老朽化が激しいところの対応についてはどうするんか、

今から調査ですから町としても要綱をつくっていかんにゃいけんというふうに思いますが、その

辺の考え方について今からの流れです、この補正がとおります。そうした後の流れとしてどのよ

うに考えて執行しようとするのか、これについてですね聞いておきたい、私のほうからも聞いて

おきたいというふうに思います。 

 それと、今回、変わるもんとして、いわゆる児童福祉総務の中で児童クラブ事業の振り分けと

いいますか国庫の増と負担とが新たに膨れておりますが、これも具体的にどういうふうに変わる

のか報告を求めておきたいと、国庫及び県になるかわかりませんが３８８万２,０００円、その

他でこれが父母負担に入れて１４９万円という格好で財源となりますが、実際的には今までと変

更になるんじゃないか、一旦、町に入れて支出するちゅう格好になるんかどうか含めて答弁を求
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めておきたいというふうに思います。 

 また、今回、５軒か６軒ぐらい児童クラブ事業やりよると思うんです。それをなかよしとか三

蒲とかその辺を含めて答弁を入れてほしいというふうに思います。以上です。 

 それと、次に生活保護電算システム改修業務ですが、これもいわゆるマイナンバーに係る部分

かどうか聞いちょきたいというふうに思います。 

 あと、工事関係にも聞いちょきたいんですが、委託費から工事費に振りかえの漁港管理経費の

委託料から工事請負費の変更ですが、これは新たに場所としては、例えばどこになるのか報告を

求めておきたいというふうに思います。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（久保 雅己君）  奈良元総務部長。 

○総務部長（奈良元正昭君）  まず、１点目の地方交付税の決定に伴う増減の要因といいますか、

についての御質問でございます。 

 まず、合併して１０年を経過して合併算定替等々、この影響額ですけれども、これは当初予算

のとき１億２,０００万円ぐらい落ちるんではないかというような予想をしておりました。これ

についてはほぼ見込みどおりの減額となっております。 

 しかしながら、今回、増額の決定をいただいておりますが、これについて主な要因といたしま

しては、まず、人口減少等特別対策事業というのが今年度から創設をされました。これは、私ど

も想定したものよりも約１億円ぐらい大きかったということ、それから、これもちょっと私ども

も分析が必要ですけれども、基準財政収入額、これはちょっと大きく落ち込んでおります。そう

いったことが収入が落ちるということですから、交付税の逆に交付額には増額にはね返ってくる

といったようなことでございまして、合併算定替の合併の影響額の減額については、ほぼ想定さ

れたものが減額されておるといったような状況でございます。 

 それから、次は基金残高についての御質問をいただきました。今回の補正を踏まえた後の予算

上での基金残高をお知らせをいたします。 

 まず、財政調整基金ですけれども５１億７,４４９万９,０００円、それからまち・ひと・しご

と創生基金でございますけれども３億９,１８８万４,０００円といった状況でございます。 

 それからもう１点は空家対策の１,８００万円の計上、先ほど御答弁をさせていただきました

けども、今後の予定ということでございますけども５軒を想定しております。先ほど申し上げま

したように、修繕費については３００万円が限度というふうに私ども考えております。ですから、

先ほど御質問にありました、今の空家特措法でいう特定空家、これに該当するようなものは私も

想定はしておりません。３００万円を限度に修繕できる、水回りとかそういったもの等でそれを

限度として修繕できるようなものを抽出して、この事業の対象としていきたいということでござ
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います。 

○議長（久保 雅己君）  松本健康福祉部長。 

○健康福祉部長（松本 康男君）  広田議員さんから質問がありました、まず、児童クラブの関係

の支出に関して各財源ということでございますけれども、県支出金、国の事業実施要綱に基づく

変更、それから対象経費の増額によるものでございまして、県支出金、県補助金でございますが、

補正額として３８８万２,０００円、補正後が１,３６３万４,０００円ということでございまし

て、これと１９の諸収入の雑入のところにございます個人負担金を受け入れるものでございまし

て、補正額として１４９万円、補正後が２１６万１,０００円、これを受け入れまして支出とい

うことになります。 

 支出のほうでございますけれども、先ほどありました児童福祉総務のところで１,９５２万

７,０００円が補正額後でございますけれども、これのそれぞれのクラブへの支出でございます

けれども、なかよしが２４２万３,０００円、それから油田元気っ子が２９７万６,０００円、三

蒲児童クラブが２２１万５,０００円、それからひまわりが１８６万６,０００円、明新が

２１５万３,０００円、それから浄念寺保育園が２５４万２,０００円ということになっておりま

す。 

 それから、生活保護の関係のシステム改修ということで、これがマイナンバーに係るものかと

いうことでございますけれども、これもマイナンバーに係るものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（久保 雅己君）  池元産業建設部長。 

○産業建設部長（池元 恭司君）  広田議員さんから工事関係の質問で、水産業費の漁港施設管理

経費の委託料と工事請負費組み替えでございます。 

 この事業については、国庫補助事業の漁港漁場機能高度化保全事業として実施しているもので

ございます。今回、設計費のほうの委託料を２,９９０万円ほど減額し、３,５００万円ほど工事

のほうに増額しました。 

 工事場所のお尋ねでございますが、白木（本浦）漁港内の沖家室の防波堤を予定しております。 

 以上でございます。 

○議長（久保 雅己君）  広田議員。 

○議員（４番 広田 清晴君）  次に、他会計繰出金について質問します。 

 今回、公約実現の立場から、一応、繰出金、いわゆる公営企業会計繰出金として１億２,８００万

円、これが懸案事項でもあったし、私のほうから赤字の垂れ流しじゃいけんよというのを含めて、

どう３病院、２つの老健、そして１つの看護学校、これを今後とも持続的に運営するかというこ

とで投げかけておりましたし、町長のほうも考えておくという答弁でした。 
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 その結果、今回、補正の中で１億２,８３９万４,０００円いうことであります。この基準額に

ついてどのように考えておるのか、いろいろ基準額があります。当然、繰り入れる以上は。それ

について、執行部側がこの時点では答えるほう、執行部側といいますか公営企業局が答えるより

は、執行部側の答弁のほうが正解じゃないか思うんで、その辺を聞いちょきたいと。 

 それと、先ほど聞き忘れた排水機場、事前に、１０カ所ぐらい計画しちょるというふうに聞い

ております。それが全部、予算計上されておるとは、ちょっと思えんのんですが、大体どういう

予算計上なのかということで、また、あれについてもその上の部分についても６００万円ぐらい

予算がついちょったと思います。林業のほうじゃったですかねついちょったと思うんで、その分

も含めて一緒に答弁していただければというふうに思います。 

○議長（久保 雅己君）  奈良元総務部長。 

○総務部長（奈良元正昭君）  公営企業局に対する繰出金の考え方──繰出金基準といいますか考

え方についてですけれども、従来につきましては、交付税措置をされた部分をそのまま企業局へ

繰り出すという考え方で行っております。 

 このたびの補正につきまして、今後もこういう考え方でいくようになろうかと思いますけども、

国の定める繰出基準、これに準じて行うというふうに、先ほど補足説明でも申し上げたとおりな

んですが、まず、ハード部分につきましては、交付税措置が４０％されている部分については償

還額の３分の２、それから交付税措置が２２.５％措置された部分については２分の１、これが、

国に準じた繰出基準でございます。ですから、これを今それぞれ申し上げた率で３分の２、ある

いは２分の１の率で繰り出すと。また、過疎のハード部分については７０％交付税措置されてお

りますけども、これは、ハード部分については２分の１というのは上限がございますから２分の

１の繰り出しをさせていただく。 

 それから、過疎のソフト分については７０％、交付税措置分をそのまま措置するというような

考えのもとに計算した結果、今回については、先ほど１億２,８００万円と申し上げております

が、これはその他分も含んでおりますので、今回そういった繰出金見直しに係る部分としては、

１億９００万円ばかりの繰出金の増ということになっております。 

○議長（久保 雅己君）  池元産業建設部長。 

○産業建設部長（池元 恭司君）  工事関係の工事の内容でございます。 

 農林課関係だと思います。農地費の農業一般管理経費、ここで工事請負費６００万円計上して

おります。これにつきましては、日見と土居と安下庄の３カ所でございます。 

 それと、次の農地費の排水施設管理事業の１,１８２万１,０００円の修繕費でございますが、

これにつきましては、点検した結果、下田地区、伊保田地区、油宇、森地区、安下庄、土居地区

の、先ほど補足説明でも説明があったと思いますが、６施設でございます。その中の１,１８２万
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１,０００円の修繕費を計上したものでございます。 

○議長（久保 雅己君）  ほかに質疑はありませんか。田中議員。 

○議員（３番 田中隆太郎君）  １５ページの企画費で、公有財産購入費で東安下庄の教員住宅を

買うて何に利用するっていうたんか聞き逃したので説明していただきたいのと、何で買うんかと

いうのも、県が払い下げるけ買うんか、それとも安いけ買うんか、必要だから買うんかちゅうと

ころをはっきりしてもらいたい。 

○議長（久保 雅己君）  奈良元総務部長。 

○総務部長（奈良元正昭君）  まず、今回の購入目的ですけれども、定住対策ということで、現在

もお試し暮らしというようなこともやっております。そういった中での、そういった希望があれ

ば対応したいと思いますし、また、移住者の方が、先ほどから空き家バンクとかいろんなことも

ございまして、定住空家対策も行っておりますが県の教職員住宅を払い下げるということで、そ

ういったことにも対応したいということで購入させていただきたいということと、場所的に安下

庄の町の中心からちょっと山手に入ったとこなんですが、あそこにつきましては、ちょっと町営

の駐車場、あるいは町営住宅等々町有地もございます。ちょっと用地的には段差もあるんですけ

ども、そういった将来的に一体的な活用も検討できるといった意味から、ちょうど県が払い下げ

るということですので、今回、購入したいということでの予算計上をさせていただいております。 

○議長（久保 雅己君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 討論、採決は最終日といたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１８．議案第２号 

日程第１９．議案第３号 

日程第２０．議案第４号 

日程第２１．議案第５号 

日程第２２．議案第６号 

日程第２３．議案第７号 

日程第２４．議案第８号 

○議長（久保 雅己君）  日程第１８、議案第２号平成２７年度周防大島町国民健康保険事業特別

会計補正予算（第１号）から日程第２４、議案第８号平成２７年度周防大島町漁業集落排水事業

特別会計補正予算（第１号）までの７議案を一括上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。松本健康福祉部長。 
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○健康福祉部長（松本 康男君）  それでは、議案第２号から議案第４号の補足説明をいたします。 

 まず、議案第２号平成２７年度周防大島町国民健康保険企業特別会計補正予算（第１号）につ

いて補足説明を行います。 

 今回の補正は、平成２６年度決算に伴う精算が主なものであります。 

 補正予算つづりの２９ページをお願いいたします。 

 第１条で既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４,２７８万１,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額をそれぞれ４０億２,０９８万８,０００円とするものであります。 

 詳細につきましては、事項別明細書で説明をいたします。 

 ３５ページをお願いいたします。 

 歳入から御説明いたします。 

 ３款国庫支出金１項国庫負担金１目療養給付費負担金及び３目特定健康診査等負担金について

は、前年度精算の確定により過大交付分の返還が生じたため、過年度分の当初計上額１,０００円

をそれぞれ減額するものであります。 

 ４款療養給付費等交付金についても、前年度精算の確定により過大交付分の返還が生じたため、

過年度分の当初計上額の１,０００円を減額するものです。 

 ６款県支出金１項県負担金２目特定健康診査等負担金についても国庫負担金と同様の理由によ

り、過年度分の当初計上額１,０００円を減額するものです。 

 次に、３６ページをお願いいたします。 

 ９款繰入金は１項他会計繰入金１目一般会計繰入金を４,２７８万６,０００円追加し、前年度

負担金等の返還金の支出に充当します。 

 １０款繰越金は、前年度決算が収支ゼロ決算となったため、当初計上額の１,０００円を減額

するものであります。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 ３７ページをお願いいたします。 

 ８款保健事業費１項１目特定健康診査等事業費は、国保連合会において平成２６年度の特定健

康診査等事業会計に剰余金が発生したことから、このたび、平成２７年度特定健診共同処理手数

料との相殺が行われることとなったため、これに伴いまして同手数料を３３万４,０００円減額

するものであります。 

 １０款諸支出金１項償還金及び還付加算金１目償還金へは、前年度の療養給付費等国庫負担金

の実績に伴う返還金等を追加で４,３１１万５,０００円計上しております。 

 以上が、平成２７年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）についての概

要であります。 
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 何とぞ、慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようお願い申し上げます。 

 続きまして、議案第３号平成２７年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

１号）につきまして補足説明を行います。 

 今回の補正は、平成２６年度決算に伴う精算が主なものであります。 

 補正予算つづりの３９ページをお願いいたします。 

 第１条で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５８万９,０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額をそれぞれ４億２,２４５万円とするものであります。 

 詳細につきましては、事項別明細書で説明をいたします。 

 ４５ページをお願いいたします。 

 歳入から御説明いたします。 

 ４款繰越金は、前年度繰越金を１３万９,０００円追加計上しております。 

 ５款諸収入２項償還金及び還付加算金１目保険料還付金は、歳出における保険料の還付見込み

額の増額により４５万円追加計上しております。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 ４６ページをお願いいたします。 

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金を１３万９,０００円追加しております。この納付金は平

成２６年度保険料のうち、平成２６年度歳出予算により広域連合納付金として支出できなかった

保険料を平成２７年度歳入予算に前年度繰越金分として今回補正計上し、歳出予算により広域連

合へ納付するものです。 

 ３款諸支出１項償還金及び還付加算金１目保険料還付金は、保険料の還付見込みの額の増加に

より４５万円を増額するものであります。 

 以上が、平成２７年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）についての

概要であります。 

 何とぞ慎重なる御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 

 続きまして、議案第４号平成２７年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）に

つきまして補足説明を行います。 

 補正予算つづりの４７ページをお願いいたします。 

 今回の補正は、平成２６年度決算に伴う精算と介護保険法の改正に伴う国の要綱改正により、

包括的支援事業を介護予防事業に組み替えて実施するため、補正を行うものでございます。 

 第１条で保険事業勘定の歳入歳出予算の総額９,２５８万９,０００円を追加し、補正後の予算

の総額を３４億８,８７３万３,０００円とするものであります。 

 事項別明細書の５３ページをお願いいたします。 
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 歳入から御説明いたします。 

 ３款国庫支出金２項国庫補助金２目地域支援事業交付金の１０万４,０００円の減額につきま

しては、介護保険法の改正に伴う国の要綱改正により、包括的支援事業を介護予防事業に組み替

えて実施することによる財源調整でございます。 

 ４款支払基金交付金１項支払基金交付金２目地域支援事業交付金は、財源調整により２０万

８,０００円の増額をいたします。 

 ５款県支出金２項県補助金１目地域支援事業交付金は、財源調整により５万２,０００円の減

額をいたします。 

 ５４ページをお願いいたします。 

 ６款繰入金１項他会計繰入金２目地域支援事業繰入金は、財源調整により５万２,０００円の

減額をいたします。 

 ６款繰入金１項他会計繰入金４目その他一般会計繰入金は、財源調整により１２万７,０００円

の増額をいたします。 

 ７款の繰越金は、平成２６年度決算に伴う繰越金として９,２４６万２,０００円を追加計上い

たします。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 ５５ページをお願いいたします。 

 １款総務費２項徴収費１目賦課徴収費では、過年度分の保険料還付金として２６万８,０００円

増額をいたします。 

 ３款の基金積立金では、前年度決算に伴う介護給付費準備基金への積み立てとして３,１８７万

７,０００円を増額いたします。 

 ４款地域支援事業費１項介護予防事業費２目一次予防事業費の７４万３,０００円の増額につ

きましては、先に歳入で御説明申し上げました包括的支援事業から介護予防事業への組み替えで

ございます。 

 ５６ページをお願いいたします。４款地域支援事業費２項包括支援事業任意事業費２目任意事

業費は、組み替えにより７４万３,０００円減額いたします。 

 ７款の諸支出金１項償還金及び還付加算金１目償還金につきましては、前年度実績に伴う国等

への返還金として６,０４４万４,０００円を新たに追加計上いたします。 

 以上が、平成２７年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）についての概要で

ございます。 

 以上で、議案第２号から第４号までの補足説明を終わります。 

 何とぞ、慎重なる御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 
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○議長（久保 雅己君）  佐川環境生活部長。 

○環境生活部長（佐川 浩二君）  私のほうからは、議案第５号平成２７年度周防大島町簡易水道

事業特別会計補正予算（第１号）から議案第８号平成２７年度周防大島町漁業集落排水事業特別

会計補正予算（第１号）までの環境生活部上下水道課所管の４議案につきまして補足説明をいた

します。 

 まず、議案第５号平成２７年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）について

補足説明をいたします。 

 補正予算書の５７ページをお願いいたします。 

 第１条に定めますとおり、既定の歳入歳出予算に６３３万円を追加し、歳入歳出予算の総額を

８億７,６８１万４,０００円とするとともに、第２条により地方債の補正を行うものであります。

その概要につきまして事項別明細書により説明させていただきます。 

 ６５ページをお願いいたします。 

 歳入の３款繰入金において、一般会計から繰入金３万円を追加し財源を調整しております。 

 ６款町債は、事業の追加に伴い簡易水道事業債３５０万円、また、過疎対策事業債として

２８０万円を新規に計上するものであります。 

 ６６ページをお願いいたします。 

 歳出の１款簡易水道費２項事業費２目設備費において、県の過疎代行事業で行う久賀大島浄化

センターの建設及び下水の管路整備に係る設計業務に伴い、同地区までの水道配水管新設改良事

業に係る設計業務委託料６３３万円を新規に計上するものであります。 

 以上が、議案第５号平成２７年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）の概要

でございます。 

 次に、議案第６号平成２７年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第１号）について補

足説明をいたします。 

 ６７ページをお願いたします。 

 第１条に定めますとおり、既定の歳入歳出予算に２４７万２,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を５億６,５５２万８,０００円とするものであります。 

 ７３ページをお願いいたします。 

 歳入につきましては、４款繰入金において一般会計から２４２万１,０００円を追加し財源調

整をしております。 

 ６款諸収入は、農業集落排水の秋地区における下水道処理負担金について、平成２６年度維持

管理費の実績額及び流入量の確定により、汚水処理費負担金５万１,０００円を追加計上するも

のであります。 
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 ７４ページをお願いいたします。 

 歳出の１款公共下水費２項事業費１目の維持管理費において、東和片添浄化センター内の床排

水ポンプ逆止弁の経年劣化による取りかえ修繕と全窒素全リン測定装置、プリンター及び基板の

取りかえ修繕、並びに東和片添処理区の３号マンホールポンプ場非常用発電機修繕の合わせて

２４７万２,０００円を追加計上するものであります。 

 以上が、議案第６号平成２７年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第１号）の概要で

ございます。 

 次に、議案第７号平成２７年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて補足説明をいたします。 

 ７５ページをお願いいたします。 

 第１条に定めますとおり、既定の歳入歳出予算に４６３万４,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を３億４,１０２万１,０００円とするものであります。 

 ８１ページをお願いいたします。 

 歳入でございます。 

 ３款繰入金は、一般会計から繰入金１７３万４,０００円を追加し、財源の調整をしておりま

す。 

 ５款諸収入において、砂防河川改修工事に伴う下水道管の移設補償金として２９０万円を新規

に計上するものであります。 

 ８２ページをお願いいたします。 

 歳出の１款農業集落排水費２項事業費１目の維持管理費におきまして、沖浦西浄化センターの

機器の経年劣化による異常音が発生し稼働停止の恐れがあるため、沈殿槽汚泥かき寄せ機用減速

機の取りかえ修繕及び戸田処理区における浸水による絶縁抵抗値が低下し、漏電したことにより

運転停止となっておりますマンホールポンプ取りかえ修繕の合わせて１６８万３,０００円を追

加計上しております。 

 工事請負費は、県が行う秋地区の西川砂防河川改修工事に伴い、支障となる下水道管移設等に

要する工事費２９０万円を、汚水処理負担金では、平成２６年度の維持管理費の実績額に基づき

５万１,０００円を追加計上するものでございます。 

 以上が、議案第７号平成２７年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）の

概要でございます。 

 次に、議案第８号平成２７年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて補足説明をいたします。 

 ８３ページをお願いいたします。 
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 第１条に定めますとおり、既定の歳入歳出予算に１２１万６,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を３,５０１万９,０００円とするとともに、平準化債確定に伴い第２条により地方債の

補正を行うものであります。 

 ９１ページをお願いいたします。 

 歳入の２款繰入金は、一般会計から１１１万６,０００円を繰り入れ、財源を調整しておりま

す。 

 ５款町債は、平成２６年度債借入額の確定により、下水道事業債の平準化債１０万円を追加計

上するものであります。 

 ９２ページをお願いいたします。 

 歳出の１款漁業集落排水費２項事業費１目維持管理費において、電気機械設備及びバキューム

車の修繕費として１００万円を、また、バキューム車の運搬船借上料として２１万６,０００円

を追加計上しております。 

 以上が、議案第８号平成２７年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）の

概要でございます。 

 何とぞ、慎重なる御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げ、補足説明を終わらせてい

ただきます。 

○議長（久保 雅己君）  暫時休憩します。１４時１５分まで。 

午後２時04分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時15分再開 

○議長（久保 雅己君）  再開します。説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑

は議案ごとに行います。 

 議案第２号平成２７年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）、質疑はあ

りませんか。吉田議員。 

○議員（１１番 吉田 芳春君）  ３６ページ、繰入金、一般会計から４,２７８万６,０００円繰

り入れておりますが、今年度から均等割、所得割、それから世帯割が国保で値上げになりました

が、なおかつ約４,２００万円の繰り入れに至った理由を説明していただきたいと思います。 

○議長（久保 雅己君）  松本健康福祉部長。 

○健康福祉部長（松本 康男君）  このたび補正をいたしました繰り入れが新たにあるがというこ

とですが、これは支出のほう見ていただきますと、償還金及び還付諸支出金、償還金のところに

（発言する者あり）予算書（発言する者あり）失礼しました、３７ページの１０款諸支出金のと

ころの償還金利子及び割引料のところで上がってきております、４,３１１万５,０００円いうも
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のがございます。これの支出のために繰り入れるものでございまして、金額が違いますのは、そ

の上の保険事業費のところでマイナスが出ておりまして、これを合わせたものが繰り入れのほう

で入れてるということでございます。 

○議長（久保 雅己君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 議案第３号平成２７年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）、質疑は

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 議案第４号平成２７年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）、質疑はありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 議案第５号平成２７年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）、質疑はありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 議案第６号平成２７年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第１号）、質疑はありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 議案第７号平成２７年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）、質疑はあ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 議案第８号平成２７年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）、質疑はあ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 以上で、議案第２号平成２７年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）か

ら、議案第８号平成２７年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）までの質
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疑を終了いたします。討論、採決は最終日といたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２５．議案第９号 

○議長（久保 雅己君）  日程第２５、議案第９号平成２７年度周防大島町公営企業局企業会計補

正予算（第１号）を議題とします。補足説明を求めます。石原公営企業管理者。 

○公営企業管理者（石原 得博君）  議案第９号平成２７年度周防大島町公営企業局企業会計補正

予算（第１号）の補足説明を申し上げます。お手元の平成２７年度周防大島町公営企業局補正予

算書の１ページをごらんいただきたいと思います。 

 この予算は５月実績に基づきまして算出しております。まず第２条の業務の予定量では、病院

患者数は入院合計で１,３４１人、外来合計で２,９９２人の減少を介護老人保健施設利用者も入

所合計で６９３人、次の２ページになりますが、通所合計で１１６人の減少を見込んでおります。

それに伴いまして、１日の平均患者数、利用者数を補正しております。 

 次に、３ページをお願いいたします。第３条の収益的収入及び支出では収入につきましては業

務の予定量の減少に伴います診療収入の減少と、一般会計からの繰出金の増加により、合計で

２,９８０万７,０００円を増額補正し、５３億７,５６３万２,０００円を見込んでおります。 

 次に、４ページをお願いいたします。支出につきましては、業務の予定量の減少に伴います材

料費の減少により、合計で９９６万７,０００円を減額補正し、５３億３,５１３万７,０００円

を見込んでおります。 

 第４条の企業債につきましては、過疎債ソフト分として新たに患者輸送車運行経費分の追加等

により４００万円増額補正しております。 

 第５条の他会計からの補助金につきましては、普通交付税の確定及び一般会計との協議により、

繰り出し基準の見直しにより１億２,８３９万４,０００円を増額補正しております。 

 次に、５ページをお願いいたします。第６条の棚卸資産購入限度額につきましても、業務の予

定量に基づきまして、算出し、合計で１,０９１万７,０００円を減額補正しております。付属資

料といたしまして、６ページ以降に補正予算に関する説明書を添付してございます。 

 以上が平成２７年度周防大島町公営企業局企業会計補正予算（第１号）の内容でございます。

どうかよろしく御審議いただき、御議決賜りますようお願い申し上げまして補足説明を終わらせ

ていただきます。 

○議長（久保 雅己君）  説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 



- 59 - 

 討論、採決は最終日といたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２６．議案第１０号 

日程第２７．議案第１１号 

日程第２８．議案第１２号 

日程第２９．議案第１３号 

日程第３０．議案第１４号 

○議長（久保 雅己君）  日程第２６、議案第１０号周防大島高等学校通学支援費給付基金条例の

制定についてから、日程第３０、議案第１４号周防大島町空き家等の適正管理に関する条例の一

部改正についてまでの５議案を一括上程し、これを議題とします。補足説明を求めます。岡村副

町長。 

○副町長（岡村 春雄君）  それでは、議案第１０号から議案第１４号につきましては、一括して

補足説明をいたします。 

 まず、議案第１０号周防大島高等学校通学支援費給付基金条例の制定についてであります。本

案は、議案第１２号の奨学資金貸付基金条例の一部改正により、当該基金の残高である約

４,２９７万円から当該基金に残す１,０００万円を控除した、約３,２９７万円を財源として、

地方自治法第２４１条第１項に定める特定目的のための基金を新たに調整しようとするものでご

ざいます。 

 第１条及び第６条において、基金の設置及び処分について規定し、周防大島高校生徒の通学費

の一部をその保護者に対して給付しようとするものであり、基金はその財源とするものに限り、

処分することができる旨を規定しております。現在の本町が置かれている急激な少子高齢化に鑑

み、定住人口の拡大を進める上で若い子育て世代が安心・安全で心豊かに暮らせる環境整備を図

る必要性や地域の未来の担い手を育てる必要性から、中学卒業から１８歳までの教育機関である

周防大島高校の存続発展が大変重要であると考えております。 

 周防大島高校は、設置者である山口県教育委員会においても、平成１８年の周防大島高校設置

以来、生徒数の減少から定数削減を行ったものの、平成２６年度からは地域創生科の設置や普通

科に特別進学コースを設けるなど、地域の学習ニーズに対応した学校運営に配慮されております。 

 平成２６年度において、入学者が対前年比３０人増の９６人に達したものの、今年度の入学者

は８７名で、定員１１５名に対する割合が前年の８３.５％から７５.７％に低下しておりまして、

早急な入学者の増加策が求められているところでございます。 

 現在、町内の路線バスの学生用フリー定期は、１カ月で１万３,３００円となっておりますの

で、年間の必要額は１５万９,６００円となります。この費用の３割、４万７,８００円を補助し
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たいと考えております。 

 また、町外から電車とバスを利用する生徒さんもいますので、給付限度額を５万円としたいと

考えております。本年５月１日現在、周防大島高校の全生徒２３９名のうち、バスや電車などの

公共交通機関を利用して通学している生徒さんは９８名、約４１％いらっしゃいますので、年間

で約５００万円程度の取り崩しになるものと考えられます。 

 さらに、この支援策により入学者が増加した場合は、早期に基金が底をつくことも考えられま

すので、来年度以降、地方創生にかかる交付金等を活用し、基金の増強を進めたいと考えており

ます。 

 第２条により、予算による積み立て、第３条により基金に属する現金の管理方法、第４条によ

り運用収益は、予算計上後繰り入れること及び第５条において歳計現金に繰りかえ、運用ができ

ることを規定しております。 

 なお、本年６月２日に開催した奨学資金審議会及び８月１７日に開催した教育委員会会議にお

いて、それぞれ同意をいただいております。また、本基金の最初の積み立ては、来年度当初予算

によることを予定しておりますので、本条例の施行日の平成２８年４月１日としております。 

 最後になりますが、本案成立後、来年度の周防大島高校の生徒募集には、この通学支援費給付

制度を周知し、入学者の増加に結びつけたいと考えているところでございます。 

 次に、議案第１１号周防大島町手数料徴収条例の一部改正についてであります。本案は、平成

２４年７月９日に住民基本台帳法の一部を改正する法律が施行され、外国人登録法が廃止された

ことに伴い、別表の１７外国人登録法による登録原票記載事項証明書の交付手数料を削除するも

のでございます。 

 また、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等が平成

２７年１０月５日から施行され、同施行日から個人番号が記載された通知カードと個人番号カー

ド交付申請書が地方公共団体情報システム機構から個人宛てに送付されますが、その申請に基づ

いて平成２８年１月１日から各人に個人番号カードが交付される予定となっております。 

 最初の通知カード及び個人番号カードは無料で交付されますが、カードを紛失し、消失し、ま

たは著しく損傷した場合などは申請によりカードの再交付が可能でありますが、その際の手数料

といたしまして、通知カードについては１枚について５００円、個人番号カードについては、

１枚につき８００円の手数料が必要となり、その手数料を別表に追加するものでございます。な

お、附則として法律等の施行日と同日の平成２７年１０月５日から施行することとしております。 

 続いて、議案第１２号周防大島町奨学資金貸付基金条例の一部改正についてであります。本案

は地方自治法第２４１条に定める定額の資金を運用するための基金でありますが、本条例第２条

に定める基金の額を４,０００万円から１,０００万円に減額し、基金の現在高から１,０００万
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円を差し引いた、約３,２９７万円を用途廃止し、これを財源として議案第１０号の周防大島高

等学校通学支援費給付基金を新たに造成しようとするものであります。 

 周防大島町奨学資金貸付基金は周防大島町奨学資金貸付規則により、周防大島町内に住所を有

する者で、高等学校または同等程度の学校に在学し、経済的な理由により就学困難と認められた

者に対し、その正規の就学期間について月額２万円を貸し付けるものでございます。合併当初、

年間１０件程度の貸与者がありましたが、平成２２年度からの高校授業料無償化及び平成２６年

度からの給付型奨学金制度の開始等によりまして、平成２３年度以降は、毎年１件、または２件

の利用にとどまっております。 

 奨学資金貸与を審査する奨学資金審査会や町の監査において、休眠状態にある基金の一部活用

について意見が出されていたものでございます。よって本案により従来の基金の一部を用途廃止

し、新たに県立周防大島高校の存続発展を目的とした、周防大島高校通学支援費給付金を支出す

るための基金を造成しようとするものでございます。 

 平成２７年３月末現在、基金残高は約４,２９７万円であり、このうち、現金残高３,８０３万

円及び奨学金として貸し付けている債権残高が４９４万円となっております。現行の申込み状況

から、基金残高を１,０００万円とすれば今後の奨学金貸し付け財源として十分対応できるもの

と考えております。なお、本案についても議案第１０号と同様に奨学資金審議会及び教育委員会

会議において、本案についてそれぞれ同意をいただいております。 

 また議案第１０号の新たに造成する基金の事業開始が、来年度以降を予定しておりますので、

本条例の施行日を平成２８年４月１日としております。 

 続いて、議案第１３号周防大島町個人情報保護条例の一部改正についてであります。行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、通常マイナンバー法の施行期

日を定める政令が、平成２７年４月３日に公布され、本年１０月５日から住民票を有する全ての

人に対して１人に１つの個人番号が通知され、平成２８年１月以降には希望する方に対して個人

番号カードが交付されるとともに、国や地方公共団体等において、個人番号の利用が開始されま

す。この個人番号を含む個人情報のことを特定個人情報と定義し、特定個人情報の取り扱いにつ

いては、マイナンバー法の規定に従うこととなりますが、マイナンバー法では行政機関の保有す

る個人情報の保護に関する法律を読みかえて適用する条文が規定されており、この読みかえて適

用される部分については、国の行政機関には適用されますが、地方公共団体には直接適用されな

いことになります。 

 しかしながら、マイナンバー法第３１条では、地方公共団体も国と同様の措置をとることが課

されておりますので、特定個人情報に関しマイナンバー法の規定により読みかえて適用する行政

機関の保有する個人情報の保護に関する法律の例を鑑み、本条における特定個人情報に関する措
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置について定めるため、改正を行うものであります。 

 それでは改正の要点を逐条に沿って御説明を申し上げます。 

 第１条、第２条第１１号、第３条、第４条、第１２条及び第３１条は、マイナンバー法におい

て、定義づけられた特定個人情報に対してこの条例の適用から外れるものがないように、括弧書

きで規定を追加するものであります。 

 第２条は、語句の定義づけを行うもので、第２号個人情報については、行政機関、個人、情報

保護法、第２条第２項に準じて定義し、第８号から第１０号は特定個人情報、情報提供等記録、

保有特定個人情報についてマイナンバー法において定義されている語句を追加するものでありま

す。 

 第８条は、個人情報の取り扱いをより厳格にするため、個人情報を取り扱う場合の町長への届

出事項として、第６号で収集方法、第７号で経常的な目的外利用及び、外部提供の有無を追加す

るものであります。第８条第５項は、個人情報を取り扱う場合の届け出に係る事項を記載した目

録の作製と一般への閲覧について行政期間、個人情報保護法の規定に準じて、適用除外の規定を

追加するものであります。第８条の２は、特定個人情報保護評価書に記載された、特定個人情報

ファイルの取り扱いについて意見を聴く学識経験のある者を含む者で構成される機関を既存の周

防大島町個人情報保護審査会とするための規定の追加であります。 

 第９条は、保有特定個人情報について、その他の個人情報とは別の取り扱いとする必要がある

ことから、括弧書きの規定を追加するものであります。第９条の２は、保有特定個人情報の利用

及び提供の範囲については、マイナンバー法上厳格に法定されていることから、特定個人情報の

利用の制限について規定を追加するものであります。 

 第１１条第１項、第１３条第１項、第１４条及び第３４条第２項は、この条例の適用から外れ

るものがないように括弧書きの規定を追加するものであります。 

 第１３条第２項、第２１条第２項及び第２４条第３項は、マイナンバー法では特定個人情報に

係る自己情報の開示、訂正、停止の請求について、未成年者もしくは成年被後見人の法定代理人、

または本人の委任による代理人による請求ができる内容となっております。同様の内容になるよ

う、代理人の範囲について規定を追加するものであります。 

 第２３条の２は、情報提供等記録の訂正をした場合の通知先について、マイナンバー法の内容

に基づき規定を追加するものであります。 

 第２４条第１項は、保有特定個人情報については、この項では適用しないため、括弧書きの規

定を追加するものであります。 

 第２４条第２項は、保有特定個人情報の利用停止の請求要件について、マイナンバー法の内容

に沿って規定を追加するものであります。 
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 第２５条は、利用停止請求に係る保有個人情報の範囲を明確にするため、括弧書きの規定を追

加するものであります。 

 第２８条は、第８条の２を追加したことにより、審査会の略称規定が移動したことに対応する

変更であります。 

 第３０条は、他の法令等に開示に関して定めている行政機関、個人情報保護法第２５条は、マ

イナンバー法の適用除外となっていることから、本条文において保有特定個人情報が適用除外と

なるよう括弧書きにより規定を追加するものでございます。 

 附則の施行期日でございますが、特定個人情報保護評価に関する部分につきましては、公布の

日、情報提供等記録の提供先等への通知に関する部分については、マイナンバー法附則第１条第

５号に掲げる規定の施行の日、その他の部分につきましては、平成２８年１月１日としておりま

す。なお、本条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によるもの

とするものであります。 

 続いて、議案第１４号空き家等の適正管理に関する条例の一部改正についてであります。適正

な管理が行われていない空家が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼし

ていますが、地域住民の生命、身体または財産を保護するとともにその生活環境の保全を図り、

あわせて空家の活用を促進するため、空家等対策の推進に関する特別措置法が平成２６年１１月

２７日に公布され、ことしの２月２６日に一部施行、また５月２６日に全面施行とされたところ

でございます。 

 本町におきましては、既に議員提案により、空き家等の適正管理に関する条例を平成２５年

４月１日から施行しておりますが、今回の法律施行に伴い、本町の条例を法律にあわせて法律に

沿って改正しようとするものであります。 

 それでは、改正の要点を逐条に沿って御説明申し上げます。 

 議案綴り、４２ページの新旧対照表をごらん願いたいと思います。まず題名も含め、本則全体

にわたり、空き家の字句を法律にあわせまして、送り仮名を省いた除いた空家、漢字だけの空家

に改正しております。 

 第２条及び第３条では、空家等の定義をするとともに、管理不全な状態の空家を特定空家等に

改正し、その定義をいたしました。 

 第４条の責務では、法律の規定に基づき、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようという字

句を追加いたしました。 

 第６条につきましては、現行条例の実態調査を立入調査等に改正し、手順及び運用方法等を規

定いたしました。この立入調査は、外観目視による調査では足りず、敷地内に立ち入って状況を

観察し、建築物に触れるなどして詳しい状況を調査し、必要に応じて内部に立ち入って柱や梁等
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の状況を確認する必要がある場合に実施するものでございます。 

 第７条につきましては、現行の条例にはございませんが、新たに規定を追加するもので、空家

等の所有者等に関する情報について、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保

有する情報を内部で利用することができることを規定し、第７条第２項では、他の自治体にも所

有者等の把握に係る必要な情報の提供を求めることができると規定したものでございます。 

 第８条につきましては、特定空家等に対する助言または指導について条文の改正を行いました。 

 第９条につきましては、第８条の助言または指導した場合において、なお特定空家の状態が改

善されない場合に必要な措置をとるように、勧告することができる規定とし、第９条第２項では

勧告を受けた場合は、税制上の措置を講ずると規定をいたしました。 

 第１０条の命令につきましては、現行の条例にはございませんが、新たに規定するもので勧告

を受けた者が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかった場合にその勧告に係る措置を

命ずることができると規定したものでございます。 

 第１１条の公表につきましては、現行の条例では勧告に従わない場合に公表を行っておりまし

たが、今回の改正で新たに第１０条の命令が規定されたため、命令に従わない場合に公表すると

改正したものであります。 

 第１２条から第１４条までは、条ずれに伴い条番号を繰り下げたものでございます。なお、附

則として公布の日から施行することとしております。 

 以上が、議案第１０号から議案第１４号までの補足説明でございます。何とぞ慎重な御審議の

上、御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（久保 雅己君）  説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑は議案ごとに

行います。 

 議案第１０号周防大島高等学校通学支援費給付基金条例の制定について、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  質疑なしと認め、質疑を、魚谷議員。 

○議員（１番 魚谷 洋一君）  ２点ほど質問をさせていただきます。 

 まず１点目ですが、今ある基金のうち１,０００万円を残して残りの額をこの新しい基金の創

設に使おうと、そういう趣旨ですよね。（発言する者あり）いろいろ議論されたり、意見等いた

だいたりだと思うんですが……。 

○議長（久保 雅己君）  暫時休憩します。 

○議員（２番 平川 敏郎君）  ちょっと休憩。 

○議長（久保 雅己君）  暫時休憩します。 

○議員（２番 平川 敏郎君）  ちょっと休憩。 
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午後２時47分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時48分再開 

○議長（久保 雅己君）  ごめんなさい。失礼しました。 

○議員（１番 魚谷 洋一君）  いいですか。そういう趣旨だと思うんですが、１,０００万円で

今後将来この奨学金が運営できる、やっていけると言われたようなそういう何ていいますか、根

拠といいますか、話し合われた内容というのをもうちょっと詳しくお願いしたいと思うんですけ

れど。 

 それから２点目ですが、通学費の一部を生徒の保護者に給付をするということが第１条に掲げ

てありますが、通学費、今説明伺いますと交通費、バスであるとか電車であるとかそういうふう

なニュアンスで説明をされました。徒歩の場合はもちろんそういう通学費というのはいりません

が、徒歩以外交通費といいますとバス、電車考えられますが、実は私自身３年間自転車通学でし

た。交通費というのがその自転車にお金がかからんよと言われますが、実際には自転車を購入を

してそれを使って通学をしてるわけです。自転車を走らす場合には、もちろんお金はいりません

が、購入をする場合には代金がいります。その自転車といいますか、バス、そういう公共交通の

料金以外の手段で通学した場合、例えば自転車を購入して３年間通学する、そういった場合にそ

の購入費に対する給付といいますか、助成といいますか、そういうのが通学費として考えられな

いかという点は話し合いの中で出たんでしょうか。あるいは、そういうことは料金には入らない

よ、通学費には入らないよいうような立場でお考えになっておられるんでしょうか、２点ほどお

願いいたします。 

○議長（久保 雅己君）  岡野教育次長。 

○教育次長（岡野 正徳君）  ただいまの御質問のうち、まず基金のうち１,０００万円で将来こ

れが賄えるかということですが、現在、この３月３１日現在、本年の３月３１日現在ですが、残

高、基金の額そのものは４,２９７万２９５円あります。このうち、実際に貸し付けておる債権

として残っておるものは、４９４万円しかございません。貸し付け率が１３％になっています。 

 補足説明の中でもありましたけれども、現在は年間１件か２件しかございません。年間といい

ますと先ほどもありましたが、月に２万円貸し出すわけですから、年間２４万円、２人であれば

４８万円いう金額になっております。したがってそれを計算しますと、債権として残っておるも

のが約５００万円、残り現金として５００万円ありますので、将来的にこれが枯渇するというこ

とは、まず考えられないというふうに考えております。 

 ちなみに合併のときにこの最初の基金の残高約４,２８０万円あったんですが、合併のとき

１０年ちょっと前ですが、このときには貸し付け率が７２％上回っていたと、つまり現金で残っ
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ておったのは１,２００万円程度ということでしたので、下がってきたということでございます。 

 それともう１つの、自転車の購入費ですけれども、教育委員会のほうと周防大島高校のほうと

の協議の中では現在の周防大島高校の生徒さんの通学の状況について協議をしまして、どうした

形が最も効果的に生徒の募集につながるかということで、この公共交通機関の通学費に対する助

成が１番効果的であろうということで、現在の案を提案しておるわけですが、お話のありました

自転車通学については、学校側からの提案でそのような話というか、そういう提案がなかったも

のですから、現在のところでは自転車の通学費、購入費ですか、それに対する助成というものは

考えておりません。 

 以上です。 

○議長（久保 雅己君）  魚谷議員。 

○議員（１番 魚谷 洋一君）  大体わかりましたが、１点目については了解です。２点目につい

ては、今後の課題として今年度いきなりというのは無理ですが、今後の課題としてそういう方向

性も考えて、ぜひ考えていただきたいと思います。 

 金額的には今説明を受けた３年間の交通費を給付をする、されるというその３年間の交通費給

付される額で十分対応できると思います。１人当たりの購入費の給付というのは、十分対応でき

ると思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（久保 雅己君）  ほかに質疑はありませんか。広田議員。 

○議員（４番 広田 清晴君）  その今回の条例設定を見ると、そのいわゆる基金を設置すると、

そういった基金に積み立てる額は予算において定める額とするということで、年度当初発生する

んかなというふうに思うておるんですが、御承知のように周防大島高校に通学者、かなり費用負

担が高いということで、いろいろ今まで考えてきました。それでどうにかいうことで、４年間ぐ

らいですか、後援会という名前でいわゆる公共交通の７割、６.５割から７割ぐらいで輸送でき

る体制をつくってきました。それでもかなり厳しかったという状況です。 

 今回の基金を設置して貸し付ける方法、これは皆さん方からいえば、１００％返してください

よという内容になるんですか。それともいわゆる貸し付ける中身についてはどういうふうになる

んかちょっと聞いちょきたい。貸し付けて（発言する者あり）わしが間違えとった。（発言する

ものあり）（「貸付金基金条例、今は違うん」と呼ぶ者あり）これは、（「補助、補助」と呼ぶ

者あり）補助の関係ですか、全部（「あげる分じゃけ」と呼ぶ者あり）あげる分ちゅう解釈で。

了解です。（笑声） 

○議長（久保 雅己君）  ほかに質疑ありませんか。平川議員。 

○議員（２番 平川 敏郎君）  ２番、平川です。先ほどの同僚議員からで、私の聞き間違えか愚

問になったら失礼なんですが、この議案１０号のほうには約ですが、先ほど決算のときにありま
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したけど基金が４,２９７万円あると。こちらのほうに１２条のほうに１,０００万円基金残して

最終的にはこの１０号が３,２９７万円というに理解しちょったんですが、そのほうですよね。

先ほど同僚議員が言うのは、こちらが１,０００万円というふうに聞こえたんですが。 

○議長（久保 雅己君）  そうです。 

○議員（２番 平川 敏郎君）  それでよろしいですか。 

○議長（久保 雅己君）  はい。 

○議員（２番 平川 敏郎君）  先ほど次長が言うのも、ちょっとそういうふうに聞こえたんで、

ちょっと気になったんです。 

○議長（久保 雅己君）  岡野教育次長。 

○教育次長（岡野 正徳君）  従来の基金に１,０００万円残す、残りの３,２９７万円を新しい通

学費の給付基金に積むという案です。（「１０号が何ぼか」「１０号がじゃから３,２９７万円

ちゃ」と呼ぶ者あり）そうです。（「１２号が１,０００万円」と呼ぶ者あり）そうです。そう

です。（発言する者あり）１０号のほうです。 

○議長（久保 雅己君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 お諮りします。質疑は終結しましたので、議案第１０号をお手元に配布してある議案付託表の

とおり、所管の総務文教委員会へ付託することにしたいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  異議なしと認めます。よって議案第１０号をお手元に配布してある議案

付託表のとおり、所管の総務文教常任委員会に付託することに決定しました。 

 議案第１１号周防大島町手数料徴収条例の一部改正について、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 議案第１２号周防大島町奨学資金貸付基金条例の一部改正について、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 お諮りします。質疑は終結しましたので、議案第１２号をお手元に配布してある議案付託表の

とおり、所管の総務文教委員会へ付託することにしたいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  異議なしと認めます。よって議案第１２号をお手元に配布してある議案

付託表のとおり、所管の総務文教常任委員会に付託することに決定しました。 
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 議案第１３号周防大島町個人情報保護条例の一部改正について、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 議案第１４号周防大島町空き家等の適正管理に関する条例の一部改正について、質疑はありま

せんか。今元議員。 

○議員（８番 今元 直寬君）  このたび特定空家という新しい概念ができ上がってるんですけれ

ども、４２ページの第２条の現行では２号に空き家等に不特定の者が侵入することにより、犯罪

が誘発される恐れがある状態、それと次の、該当敷地内にある樹木または雑草が繁茂し、放置さ

れ敷地周辺の生活環境の保全に支障を及ぼす状態という、これを条例ではうたってるわけですけ

れども、今回新規改正後のやつはどこでこの部分を解釈すればいいのか、この２項に関しては、

作る段階で非常に苦労したと思うんですけれども、その点をちょっとお教えいただきたいんです

が。 

○議長（久保 雅己君）  奈良元総務部長。 

○総務部長（奈良元正昭君）  このたびの改正条例につきましては、先ほど補足説明がありました

ように、特別措置法が施行されたことに伴いまして、この法律の条文にある程度あわせて改正を

させていただいております。 

 そういった中で、従来の町の条例であった文言がなくなってるどういうふうに解釈したらいい

のかというような御質問だろうと思いますけども、ここにあります特定空家の定義につきまして

は、非常に大きく書いてあるわけでございまして、今の例えば今、議員さんの質問で、現行条例

の第２条２号のイですか、空き家等に不特定の者が侵入することによる云々とか、ウの樹木、雑

草が繁茂しという部分はどこが読めるのかという御質問だと思うんですが、この概念につきまし

ては、ここに新しい改正条例の２号の今の例で言いますと、例えばですけども、イの著しく衛生

上有害となる恐れのある、あるいはウの適正な管理を行うために著しく景観を損なっている状態、

あるいはエのその他周辺の生活環境の保全を図るためにこういう姿は不適正である状態、こうい

った部分で読めるというふうに私どもは解釈をしております。 

○議長（久保 雅己君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 これより、討論採決に入ります。 

 議案第１１号、討論はありませんか。広田議員。 

○議員（４番 広田 清晴君）  この条例は、午前中も議論しましたけど、マイナンバー制度に伴

う追加の条例であります。私は今、マイナンバー制度について昨日もニュースで参議院を通過し
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ました、法律が通りましたというニュースをやっておりましたが、今の状況下で、マイナンバー

制度を行うこと自体が非常に問題がある、それは個人の秘密の漏えい、またこのことによって、

事業者がどれだけ負担をするのか、これから先、いう問題もあります。 

 そういう中で、私が聞くところによると、この制度で国民は１つもええことないよと、逆にい

ろんなところで締めつけが起こるんじゃないかいうことが、私は危惧しております。そういう立

場から、今の状況下でのマイナンバー制度の導入に基づく条例、追加については反対の立場を明

確にしちょきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（久保 雅己君）  次に、賛成討論はありませんか。反対討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これより、起立による採決を行います。議案第１１号周防大島町手数料徴収条例の一部改正に

ついて、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（久保 雅己君）  起立多数であります。よって本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第１３号、討論はありませんか。 

 討論なしと認め討論を終結します。 

 これから起立による採決を行います。議案第１３号周防大島町個人情報保護条例の一部改正に

ついて、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（久保 雅己君）  起立多数であります。よって本案は、原案のとおり可決されました。 

 議案第１４号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  討論なしと認め、討論を終結します。 

 これから起立による採決を行います。議案第１４号周防大島町空き家等の適正管理に関する条

例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（久保 雅己君）  起立全員であります。よって本案は、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３１．議案第１５号 

○議長（久保 雅己君）  日程第３１、議案第１５号周防大島町過疎地域自立促進計画の変更につ

いてを議題とします。補足説明を求めます。岡村副町長。 
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○副町長（岡村 春雄君）  それでは、議案第１５号周防大島町過疎地域自立促進計画の変更につ

いて補足説明をいたします。 

 本案は、周防大島町過疎地域自立促進計画の変更にあたり、過疎地域自立促進特別措置法第

６条第７項で準用される同条第１項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 

 内容について申し上げますと、生活環境の整備の区分につきまして、久賀、大島地区下水道施

設の整備にあわせて既設の配水管の改良及び配水管の新設事業の実施に伴い、椋野地区配水管布

設事業を新たに追加しようとするものであります。何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りま

すようよろしくお願いいたします。 

○議長（久保 雅己君）  補足説明終わりましたので、これから質疑に入ります。 

 議案第１５号周防大島町過疎地域自立促進計画の変更について、質疑はありませんか。広田議

員。 

○議員（４番 広田 清晴君）  今回の追加は、実際的には下水道事業に伴う簡易水道の布設工事

いうことであろうかと思いますが、実際的に７５ミリに変更しますと。変更、これは今は４０ミ

リぐらいですか、５０ミリぐらいですか、それとも全く新しいので７５ミリいう考え方なんです

か。（発言する者あり）それとも、実際的に今のじゃ短いし、パイプ径が少ないからということ

があるんかどうかを含めて、それともう１つは１,５００メーターの概算事業費、これが出とれ

ば概算です。あくまで概算事業費が出ちょれば、報告を求めておきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（久保 雅己君）  ほかに。佐川環境生活部長。 

○環境生活部長（佐川 浩二君）  広田議員さんの御質問でございますけども、今７５ミリの部分

と過去の改良というか既設の部分はどうかということでございますけども、７５ミリは全て新設

にしております。 

 それと概算工事費のほうですけども、今全体の事業費としては約２,５００万円を想定してお

ります。そのうち、今回上げさせていただいてる今回の補正の分ですけども、６３３万円を今回

は上げさせていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（久保 雅己君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  討論なしと認め、討論を終結します。 
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 これから起立による採決を行います。議案第１５号周防大島町過疎地域自立促進計画の変更に

ついて原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（久保 雅己君）  起立全員であります。よって本案は、原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩します。１５時２５分まで。 

午後３時10分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後３時25分再開 

○議長（久保 雅己君）  再開します。 

────────────・────・──────────── 

日程第３２．議案第１６号 

日程第３３．議案第１７号 

日程第３４．議案第１８号 

○議長（久保 雅己君）  日程第３２、議案第１６号動産の買入れについて（平成２７年度前島し

尿収集運搬車購入）から、日程第３４、議案第１８号動産の買入れについて（平成２７年度公営

企業会計システム購入）までの３議案を一括上程し、これを議題とします。補足説明を求めます。

岡村副町長。 

○副町長（岡村 春雄君）  それでは、議案第１６号から議案第１８号までにつきましては、一括

して補足説明をいたします。 

 まず、議案第１６号動産の買入れについて（平成２７年度前島し尿収集運搬車購入）について

であります。本案の動産の買入れにつきましては、平成７年度に購入し、前島地区のし尿の収集

運搬業務に使用してまいりました、し尿収集運搬車について、これはバキューム車でございます

が、その更新を行い収集運搬業務のより円滑な推進を図ろうとするものであります。 

 去る８月２４日に１７社による指名競争入札の結果、落札者がなく再度入札に付す時間がない

ため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定によりまして、入札価格の低かった

山口大島農業協同組合と随意契約で見積価格に消費税の額を加えた７３９万８,０００円で契約

を締結しようとするものであります。 

 なお、参考までに納車につきましては平成２８年３月１８日までに、大字久賀４７９９番地１、

これは久賀東庁舎でございますが、といたしております。 

 つきましては、周防大島町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例

第３条の規定に基づき、議会の御議決をお願いするものであります。 

 次に、議案第１７号動産の買入れ（平成２７年度周防大島町立中学校情報通信機器備品購入に
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ついて）であります。平成２７年度周防大島町立中学校情報通信機器備品購入につきましては、

去る８月７日４社による指名競争入札を行いました結果、周防大島町大字西方の有限会社ふくや

が１,４３０万円で落札をいたしました。その落札価格に消費税の額を加えた１,５４４万

４,０００円で物品売買契約を締結しようとするものでございます。 

 契約の内容につきましては、中学校５校へＩＣＴ教育設備を整備するもので、タブレット端末

１１８台、タブレット端末の保管庫５台、６０型電子黒板５台、タブレット端末と電子黒板を連

携させる学習ソフト、また各学校間で交流学習ができるソフト等の購入であります。 

 これらの整備により、情報通信技術教育の向上を図るものであります。参考までに納入期限は

平成２７年１２月１８日までを予定しております。つきましては、周防大島町議会の議会に付す

べき契約及び財産の取得または処分に関する条例第３条の規定に基づき議会の議決をお願いする

ものであります。 

 続いて、議案第１８号動産の買入れ（平成２７年度公営企業会計システム購入）についてであ

ります。本案は、簡易水道事業等を統合し、上水道事業を創設するにあたり、地方公営企業法に

基づく会計及び固定資産管理システムを購入するため、地方自治法第９６条第１項第８号及び周

防大島町議会の議会に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第３条の規定に基づ

き、議会の議決をお願いするものでございます。 

 昨年１２月の定例会全員協議会で御説明いたしましたとおり、平成２８年度に本島側にある

１０簡易水道事業、１飲料水供給事業を統合し、上水道事業を創設することとしております。統

合に際しましては、上水道事業として地方公営企業法の適用を受けることから、一般会計や特別

会計で行う単式簿記ではなく、公営企業局同様複式簿記での会計処理を行うため、新たな会計シ

ステムを購入するものでございます。購入に当たっては、会計システムを販売しており、システ

ム運営に必要なネットワーク、人事給与システム及び基幹系システムなど、本町既存のシステム

管理を行っている業者により、安全性や安定性を確保する必要があり、地方自治法施行令第

１６７条の２第１項第２号の規定による、随意契約で広島市の株式会社サンネットと消費税及び

地方消費税を加えた８５３万２,０００円で物品購入契約を締結しようとするものであります。

参考までに物品の納入期限は平成２８年３月２５日までとしております。 

 以上が、議案第１６号から議案第１８号までの補足説明でございます。何とぞ慎重なる御審議

の上、御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（久保 雅己君）  説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑は議案ごとに

行います。 

 議案第１６号動産の買入れについて（平成２７年度前島し尿収集運搬車購入）に関して質疑は

ありませんか。吉田議員。 
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○議員（１１番 吉田 芳春君）  随意契約ということで、競争入札の結果他の入札者がいなかっ

たということで指名入札ということでありますけども、先ほど副町長のほうから７社の指名業者

によってということでありますけども、（「１７」と呼ぶ者あり）あ１７ですか、済いません、

１７で指名競争行った、これは全て辞退されたというふうに理解していいのかお伺いいたします。 

○議長（久保 雅己君）  奈良元総務部長。 

○総務部長（奈良元正昭君）  ただいまの御質問ですけども、１７社の指名による指名競争入札を

行いました。その結果１５社が辞退をされました。２社で応札がございました。その１回目の応

札で予定価格に達しませんでしたので、２回目の入札を行おうとした際に、１社が辞退をされま

した。ということで応札者が１社になったということで、規定上入札を中止ということになりま

して、入札が不調に終わったということで随意契約に至ったということでございます。 

○議長（久保 雅己君）  ほかに質疑はありませんか。平川議員。 

○議員（２番 平川 敏郎君）  今と同じような形ですが、今、総務部長のお話で大体理解したん

ですが、事前公表がされないいうことで公共工事でも郵便入札、その結果で落札しない場合は現

地入札をもう再度２回やるんですかね。だから、本来ならこの動産の買入れも予定価格に達しな

かったいうことで、本来なら３回やるとこですよね。３回やって落ちなかった場合に示談いうか、

最終的な交渉でいく、これも本来そういうことで最終的に１社が辞退したからもういい、もう

１社でっていうことになります。その１社の交渉には予定価格達した金額で交渉だったかどうか、

お願いします。 

○議長（久保 雅己君）  佐川環境生活部長。 

○環境生活部長（佐川 浩二君）  予定価格の交渉ということでございますけども、先ほども申し

上げましたけども、２社で応札が最初にあったと、それで１社が辞退し、最終的に残りました、

ＪＡ、大島農業協同組合さんですか、その方が残ったと。その中で１番最低価格の応札したのが

ＪＡ山口大島さんでありましたので、その業者さんのほうに再度見積書の提出をお願いしており

ます。その際、予定価格以内での見積書が提出されましたので、その調整額で契約をしておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（久保 雅己君）  広田議員。 

○議員（４番 広田 清晴君）  今回の入札案件は、いわゆる上物、下物、全体ということで、基

本的には予定価格をつくるんじゃないかなというふうに私は見ております。そのいわゆる予定価

格をつくる際に、かなりの乖離が出たために落札がなかったということだと私は思うとります。

いわゆる皆さん方がこれなら入札参加して、これなら私たちもどうにかなるという金額と実際的

な皆さん方の見積もりがかなり差があったということやないかと思うんです。 
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 それで、私はそういう場合に気がかりなのは、当然流れとしては執行部がやったような流れに

なるというふうに理解をしちょるんですが、余りに予定価格が高すぎたらこういう事例は出てく

るわけなんです。それが結果的にどういう理由から出たんかというのが私どもではわからんわけ

です。例えば上物予定価格やら、下物予定価格と、まずそういうあれをしたのかちょっとわかり

にくいんですが、上物、下物等考えて、予定価格をつくる。そして今までも入札動向であります

よね、同じようないわゆる機器じゃないですかバキュームカーの入札もあると、そういうときに

何でそういうふうなんが起きたんかなというのが、私もわからんわけです。執行部もわからんと

いうふうには思うんですが、どういう結果の中から発生したんかちゅうのをもうちょっと詳しく、

ちょっと報告できればええかなというふうに思いますので、ちょっとお願いしちょきたいと思い

ます。 

○議長（久保 雅己君）  佐川環境生活部長。 

○環境生活部長（佐川 浩二君）  広田議員さんの御質問でございますけども、予定価格の根拠と

いうことだと思いますけども、今回の車両はヤンマー製の動力運搬車、それにバキューム装置と

３００リッターのタンクを架装したものでございます。この架装ポンプを取り扱っている製造業

者、メーカーでございますけども、その業者がこの近くでは広島の業者１社だけということでご

ざいますので、この業者から下のヤンマーの動力性の部分と架装の部分一式で見積もりをいただ

いております。その見積もり価格を予定価格としております。 

 その入札のときにもその仕様書にもモニター制と記載しておりますけども、この価格の適正化

ということでございますけども、平成２０年にも情島のほうで同じ同種のこのバキューム車を購

入した際にも、その時点ではＪＡ大島さんが落札しております。そのときの見積もり価格と今回

の価格、その辺をいろいろ検討しましたけれども、適正な価格だというふうに私ども持っており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（久保 雅己君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 議案第１７号動産の買入れについて（平成２７年度周防大島町立中学校情報通信機器備品購

入）に関して質疑はありませんか。平川議員。 

○議員（２番 平川 敏郎君）  ２番、平川です。この１７号も１６号も議案１６号も同じだろう

と思うんですが、この入札結果は１回目ですか、それとも２回目ですか。と申しますのは、ほか

の２社は予定価格は公表されてないからでわかるんですが、千七百幾ら、千九百幾らっていうこ

とで、落札者はほとんど１,４６０万円とか１,４３０万円っていったらもうほんとわずかですよ
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ね。だからこれ示談ではないっちゅうのはわかるんですが、最終的な話し合い、随意契約でない

のはわかるんですが、１回目ですか、これ２回目ですか。ちゅうか余りにも近いんで。 

○議長（久保 雅己君）  奈良元総務部長。 

○総務部長（奈良元正昭君）  この案件につきましては、１回目の入札で落札決定しております。 

○議長（久保 雅己君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 議案第１８号動産の買入れについて（平成２７年度公営企業会計システム購入）に関して、質

疑はありませんか。広田議員。 

○議員（４番 広田 清晴君）  さっきの補足説明によると、随意契約に、随意契約やね（「違う

よ」と呼ぶ者あり）サンネット株式会社と随意契約ということで、したのはいわゆる実績がある

とか、実際的には会計システム、給与部分を使うとるとかいろいろ説明されました。実績という

のが、大体このサンネット私も全然知らんのんですが、何年ぐらいの実績ということで随意契約

されたのか聞いておきたいと、何年ぐらいそれを使っているというのがわかれば報告をしちょっ

ていただきたいというふうに思います。 

○議長（久保 雅己君）  佐川環境生活部長。 

○環境生活部長（佐川 浩二君）  随意契約にした理由ということでございますけども、当初設計

用の見積もりを５社に依頼しまして、今依頼したところ、既存のネットワークを活用する環境設

定やら、既存の住民システムや上下水道料金システム等々利用する情報系のパソコンを利用する

ということを基本にしております。そのため、５社から見積もりをお願いしたんですけども、

４社から辞退を受けたと、１社だけその基幹系のネットワークの専用回線が構築されております

ので、外部からの干渉が危険性が低いということの理由など総合的に検討しまして、今ある、現

在採用してますサンネットさんのほうに、と随意契約が最適だろうということでございます。サ

ンネットさんのほうには、合併当時から今までずっと委託しております。 

 以上でございます。 

○議長（久保 雅己君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 これから討論、採決に入ります。 

 議案第１６号討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  討論なしと認め、討論を終結します。 
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 これから起立による採決を行います。議案第１６号動産の買入れについて（平成２７年度前島

し尿収集運搬車購入）、原案のとおりに決するに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（久保 雅己君）  起立全員であります。よって本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第１７号、討論はありませんか。広田議員。（発言する者あり）討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  討論なしと認め、討論を終結します。 

 これから起立による採決を行います。議案第１７号動産の買入れについて（平成２７年度周防

大島町立中学校情報通信機器備品購入）の件につき、原案のとおりに決するに賛成の議員の起立

を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（久保 雅己君）  起立多数であります。よって本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第１８号討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  討論なしと認め、討論を終結します。 

 これから起立による採決を行います。議案第１８号動産の買入れについて（平成２７年度公営

企業会計システム購入）の件を原案のとおりに決するに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（久保 雅己君）  起立全員であります。よって本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３５．議案第１９号 

○議長（久保 雅己君）  日程第３５、議案第１９号平成２７年度志佐漁港海岸保全施設整備工事

の請負契約の締結についてを議題とします。補足説明を求めます。岡村副町長。 

○副町長（岡村 春雄君）  それでは、議案第１９号平成２７年度志佐漁港海岸保全施設整備工事

の請負契約の締結について、補足説明をいたします。 

 平成２７年度志佐漁港海岸保全施設整備工事につきましては、平成２７年８月７日に１２社に

よる指名競争入札の結果、周防大島町大字久賀のユタカ工業株式会社が５,３３０万円で落札し

ました。その落札価格に消費税の額の加えた５,７５６万４,０００円で請負契約を締結しようと

するものでございます。工事の内容につきましては、離岸堤の延長７９.２ｍの基礎工事でござ

います。なお、参考までに工期は契約の日の翌日から平成２８年２月１０日までとしております。

つきましては、周防大島町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第

２条の規定により、議会の議決をお願いするものであります。何とぞ慎重なる御審議の上、御議
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決を賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（久保 雅己君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はありません

か。広田議員。 

○議員（４番 広田 清晴君）  私は一貫して総合評価法式には疑念を呈してきました。それで今

回久方ぶりに議会提案の中で久方ぶりに総合評価方式が出てきました。その中でまず１つは、総

合評価入札方式に関する評価調書、これを私は先は配布しよったというふうに思いますが、なぜ

配布できないのか。これが１点です。 

 それともう１点、もう１点が実際的に総合評価方式を導入すると結局は１位の業者、例えば加

算点でいえば１０点です。最高額１０点で、その最高のところが１０点と技術評価点も含めて

１１点、１１０点いうことで大体加算点のところで差がついて、加算点が作用して結局は逆転、

入札に参加してもとれないという状況が起きるんだということは繰り返し、巻き返し言うてきま

した。そういう中で実際的に今回行ったということは、今後の入札についても私は危惧しちょる

んです。いうのが、総合評価方式をやると、町内全体町内の業者を考えると、全体の業者の育成

にはつながるどころか廃業しなければならない、いう状態が起こる可能性があります。今回実際

的に総合評価する前に、協会なるものから皆さん方のほうに、いわゆる総合評価方式を導入して

くださいとか、いわゆる評価基準の中にいろんなことで、例えば台船点数を入れてくださいとか

そういうふうな申し入れが業者から協会からあったのかどうなのか。これが２点目です。その辺

のところをまず聞きたいというふうに思います。 

○議長（久保 雅己君）  奈良元総務部長。 

○総務部長（奈良元正昭君）  ２点御質問いただきました。評価書を従来配布してたんじゃないか

と、なぜ今回配布しないのかという御質問、これは従来からも配布はしてなかったと思います。

ただ、もう既にホームページのほうには公表しております。ですからこれでご覧いただけるとは

思うんですが、議案の配布資料としては配布してなかったというふうに記憶をいたしております。 

 それと、もう１点の御質問ですが、総合評価方式等々について協会のほうから要望なりあった

かということですが、これについては要望はいただいております。 

○議長（久保 雅己君）  広田議員。 

○議員（４番 広田 清晴君）  私は執行部の責任で私は解決すべき課題だと。執行部の責任で解

決するべきであった。例えば今までずっと入りよった業者さんが実際的には入ってないとか、い

ろんな形態が、入ってないといいますか事態を含めて出ております。いう格好で実際的には入っ

て入札に入ってもとれないのに改めて見積もりをするいうことになると、業者としては非常に厳

しいもんがあるんだということを見ちょかんと、町長自身も疑いのまなこで見られる、結果的に

ですよ。やっぱり私はきちっと業者に対しても全体業者を育成する立場から対応することをなく
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したら、私は信頼を得られんというふうに考えておるんです。その辺で町長のいわゆる政治生命

的なものをかけても、全体業者を見ながら執行していくことが大事であるというふうに思います

が、その点でどうなのか聞いておきたいというふうに思います。 

○議長（久保 雅己君）  椎木町長。 

○町長（椎木  巧君）  今総務部長が答弁したとおりでございます。山口県建設業協会大島支部

のほうからは、その総合評価方式でぜひとも今までずっと試行という形でやっておりましたので、

できるだけ試行ではなくて本格導入をしていただきたいという要請をいただいております。それ

に対して町長からのその要請に対する返事とすれば、できる限りというふうなことで回答いたし

ておりますので、総合評価方式をやっていただきたいという、ぜひともそれでやっていただきた

いという要請でありますので、そのように今取り計らってるわけでございます。 

 その中には山口県のほうもある一定の基準以上は、全て総合評価方式でやってるということで

ございますし、そういうことであれば周防大島町もできる限り総合評価方式を導入すべきだとい

うふうに思っておるところでございます。 

 私たちも総合評価方式の評価基準、または評価点ということにつきましては、できる限り県の、

県が既に評価点を導入しておりますので、その評価点を参考にしながら町の評価ついております。

しかしながら、今、広田議員さんおっしゃられたように、例えばその評価点が、全てが同じ業者

にいくことはないと思いますが、そういうふうなことに偏っていくんではないかという恐れがあ

るということは私たちも思っておりますが、しかしながらそれをじゃあ要請はどういうことなの

かと、それは建設協会の会員でない業者さんは、私たちもわかりませんが、建設業協会の要請と

いうことになりますとそこの協会員は全て入っておると、私は理解しておるわけでございます。 

○議長（久保 雅己君）  ほかに質疑はありませんか。吉田議員。 

○議員（１１番 吉田 芳春君）  ちょっと参考までなんですけども、入札金額とそれから評価値

ですね、が同じであった場合には、くじによる入札というふうに理解してよろしいのか。ここで

いえばちょうど耐震、大島建設とユタカ産業さんが全く金額が同じで評価値も同じという場合に、

ちょっと仮の話で申しわけないんですが。 

○議長（久保 雅己君）  奈良元総務部長。 

○総務部長（奈良元正昭君）  ただいま御質問ですが、全く同じ場合はくじになります。 

○議長（久保 雅己君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 これより、討論を行います。討論はありませんか。広田議員。 

○議員（４番 広田 清晴君）  議案第１９号について、反対の立場から討論しておきたいという
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ふうに思います。 

 実際的に工事箇所等についての必要性、これは理解しておりますし、実際的には私は２年遅れ

ちょるいうふうに見ておりますが、行政の側は１年じゃないかという見方をしておるかもわかり

ません。それは今朝来話をした国庫補助金の減が響いている部分かもわかりません。 

 それで実際的に、何で反対するんかということはぜひとも理解して、議員の皆さん方にも行政

の皆さん方にも理解してほしいのは、１つは総合評価方式というのは例えば県の例題出します。

県の場合は、参加が多くて例えば県内の育成業者を守るために総合評価方式を導入します、それ

はゼネコン等から地元のいわゆる県内業者を守るためにそれがあることは、それはわしらもああ

そうなのかということである部分は理解できます。しかし、周防大島町の指名競争入札見てみて

ください。皆同じ町内業者なんですよ。皆さんはよく町内業者の育成っていいますが、ほんとに

全体の町内業者の育成にこの総合評価方式がつながるかどうか、これは真剣に考えることが必要

な時期にきちょるというふうに私は思うております。なぜかといえば、来年以降の大型事業、官

事業、それらは結局はこれが本格導入されたら、偏っていく、独占化するそういうな当たり前の

ことなんです。今から予測できることなんです。だから全体事業者がほんとに切磋琢磨して入札

に参加して、そして正々堂々と戦っていく、私はこのことが大事だと。行政もその点を考えんと、

いわゆる協会から来たからということになると、協会の中で物を言えなくなってるのかどうなの

かを改めて調べんにゃいけんようなるんです。実際的に。その協会なるもので町長が言うように

協会から要望書がきたといえば、その協会の中で物が言えなくなってるんじゃないかいう側面も

発生しちょるかもわからんのです。そういうところも例えば議員の仕事として見ていかんにゃい

けん側面があるいうふうに考えています。 

 私はいつも、それは各種団体それらはその団体の中で解決していくんが基本です。外から援助

するのはあくまでつけたしですよという考え方をします。しかし、これ以上ですね、この不況下

で仕事がない、入札に参加してもどうにもならんちゅう弊害は、行政も議会も取り除いていかん

にゃいけん課題だということを明らかにして反対討論とします。 

 以上です。 

○議長（久保 雅己君）  次に、賛成討論はありませんか。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  ないようでありますので、これより起立による採決を行います。議案第

１９号平成２７年度志佐漁港海岸保全施設整備工事の請負契約の締結について、原案のとおり決

することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（久保 雅己君）  起立多数であります。よって本案は原案のとおり可決されました。 
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────────────・────・──────────── 

○議長（久保 雅己君）  以上で本日の日程は全て議了いたしました。本日はこれにて散会いたし

ます。次の会議は９月１１日金曜日午前９時３０分から開きます。 

○事務局長（福田 美則君）  御起立願います。一同、礼。 

午後４時00分散会 

────────────────────────────── 

 

 

 


